


はじめに
　東京電力福島第一原子力発電所事故からの住民の皆様の一日も早い生活再

建や地域の再生のため、早期帰還支援と新生活支援の両面の対策が進められて

います。

　令和８年３月１１日に東日本大震災から１5年目を迎えました。令和２年に

は帰還困難区域を除く全ての避難指示解除準備区域と居住制限区域の避難指

示が解除され、令和５年には特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されまし

た。また、令和５年９月から令和7年7月にかけて、大熊町、双葉町、浪江町、

富岡町、南相馬市、葛尾村では、特定帰還居住区域復興再生計画が認定される

等、復興は着実に進展しつつあります。帰還した住民の皆様が事故により放出

された放射性物質による健康不安を抱えることなく、円滑に生活を再建するた

めには国や関係自治体による健康問題への対応や、正確で時宜に応じた分かり

やすい情報の提供が重要です。また、放射線のリスクについて、専門家と住民

の方が双方向で意見や情報交換を行うことで信頼構築を目指す「リスクコミュ

ニケーション」が重要です。

　国としては、これまで「帰還に向けた放射線リスクコミュニケーションに関

する施策パッケージ」に基づき、正確で分かりやすい情報の発信、少人数（１

対１・車座）によるリスコミの強化などの取組を推進してきました。

　環境省大臣官房環境保健部放射線健康管理担当参事官室は、国立研究開発法

人量子科学技術研究開発機構の協力を得て、有識者の方々の協力を受けなが

ら、放射線の基礎知識と健康影響に関する科学的な知見や関係省庁の取組につ

いて収集整理を行い、統一的な基礎資料をまとめてきました。

　これまでにデータの更新、最新の情報の取り入れなどの見直しを行い、今回

で初版発行から１3回目の改訂となりました。監修にご協力いただいた方々に

深く感謝いたします。

　本資料は、環境省の運営する放射線による健康影響に関する情報を一元的に

整理したポータルサイト＊に掲載しています。本資料を専門家と地域の方の双

方向のコミュニケーションの場（研修や授業など）において活用いただければ

幸甚に存じます。
　（※）本資料において、出典名や出典からの引用部分を記載している箇所については、

「チョルノービリ」を「チェルノブイリ」と記載している頁がございます。

 令和8年３月31日

 環境省 大臣官房環境保健部 放射線健康管理担当参事官室

 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構

＊放射線による健康影響等に関するポータルサイト

　https://www.env.go.jp/chemi/rhm/portal/



•
•
•

•
•

•

•
•

•

•





原子炉内の生成物   上30

原発事故由来の放射性物質   上31

チョルノービリ原子力発電所事故と

　東京電力福島第一原子力発電所事故の

　放射性核種の推定放出量の比較   上32

チョルノービリ原子力発電所事故と

　東京電力福島第一原子力発電所事故の

　規模の比較   上33

2.3 放射線の単位

ベクレルとシーベルト   上34

シーベルトの由来   上35

単位間の関係   上36

グレイからシーベルトへの換算   上37

様々な係数   上38

等価線量と実効線量の計算   上39

線量概念：物理量、防護量、実用量   上40

線量当量：実効線量を導く、測定可能な実用量

　　　　   上41

実効線量と線量当量の値の違い   上42

“シーベルト”を単位とする線量   上43

2.4 線量測定と計算

様々な測定機器   上44

放射線測定の原理   上45

検出限界値（検出下限値）   上46

検出限界の考え方（3σ法）   上47

外部被ばく測定用の機器   上48

線量の測定方法   上49

外部被ばく線量の特徴   上50

外部被ばく（測定）   上51

環境放射線・放射能の計測   上52

遮へいと低減係数   上53

事故後の追加被ばく線量（計算例）   上54

内部被ばく線量の算出   上55

預託実効線量   上56

実効線量への換算係数   上57

食品からの被ばく線量（計算例）   上58

摂取量の推定のための放射能測定法   上59

内部被ばく測定用の機器   上60

上巻　放射線の基礎知識と健康影響

目　次

第1章　放射線の基礎知識

1.1 放射能と放射線

放射線 ･ 放射能 ･ 放射性物質とは   上1

放射線と放射性物質の違い   上2

放射線と放射能の単位   上3

被ばくの種類   上4

1.2 放射性物質

原子の構造と周期律   上5

原子核の安定・不安定   上6

様々な原子核   上7

自然由来・人工由来   上8

壊変と放射線   上9

親核種・娘核種   上10

半減期と放射能の減衰   上11

長い半減期の原子核   上12

1.3 放射線

放射線はどこで生まれる？   上13

放射線の種類   上14

電離放射線の種類   上15

医療で使われるエックス線と発生装置   上16

電磁波の仲間   上17

放射線の電離作用－電離放射線の性質   上18

放射線の種類と生物への影響力   上19

放射線の透過力   上20

放射線の体内での透過力   上21

透過力と人体での影響範囲   上22

第2章　放射線による被ばく

2.1 被ばくの経路

外部被ばくと内部被ばく   上23

様々な被ばく形態   上24

外部被ばくと皮膚   上25

内部被ばく   上26

内部被ばくと放射性物質   上27

2.2 原子力災害

国際原子力事象評価尺度   上28

原子炉事故による影響   上29



内部被ばく量の体外計測のデータ   上61

体内放射能と線量評価   上62

2.5 身の回りの放射線

自然・人工放射線からの被ばく線量   上63

時間当たりの被ばく線量の比較   上64

年間当たりの被ばく線量の比較   上65

自然からの被ばく線量の内訳（日本人）   上66

大地の放射線（世界）   上67

大地の放射線（日本）   上68

主要都市の空間線量率の

　測定結果（2025年）   上69

屋内ラドン   上70

ラドン及びトロンの吸入による内部被ばく   上71

固体のラジウムから気体のラドンの生成   上72

体内、食品中の自然放射性物質   上73

目で見る放射線   上74

事故以前からの食品中セシウム137濃度の

　経時的推移   上75

放射線診断で受ける被ばく線量   上76

被ばく線量の比較（早見図）   上77

大気圏核実験による放射性降下物の影響   上78

トリチウムの性質   上79

トリチウムの環境中での存在量   上80

トリチウムの放射性降下物の経時的推移   上81

第3章　放射線による健康影響

3.1 人体への影響

被ばくの形態と影響   上83

影響の種類   上84

放射線影響の分類   上85

確定的影響（組織反応）と確率的影響   上86

3.2 人体影響の発生機構

放射線による電離作用   上87

DNA の損傷と修復   上88

DNA →細胞→人体   上89

被ばく後の時間経過と影響   上90

細胞死と確定的影響（組織反応）   上91

臓器・組織の放射線感受性   上92

細胞の突然変異と確率的影響   上93

3.3 確定的影響（組織反応）

全身被ばくと局所被ばく   上94

急性放射線症候群   上95

急性放射線症候群の前駆症状と被ばく線量   上96

様々な影響のしきい値   上97

3.4 リスク

放射線健康影響におけるリスク   上98

相対リスクと寄与リスク   上99

低線量率被ばくによるがん死亡リスク   上100

発がんに関連する因子   上101

がんのリスク（放射線）   上102

がんのリスク（生活習慣）   上103

3.5 胎児への影響

確定的影響（組織反応）と時期特異性   上104

精神発達遅滞   上105

子供への影響－チョルノービリ原発事故－   上106

奇形誘発に関する知見

　－チョルノービリ原発事故－   上107

3.6 遺伝性影響

ヒトでの遺伝性影響のリスク   上108

被爆二世における染色体異常   上109

小児がん治療生存者の子供に対する調査   上110

原爆被爆者の子供における出生時の異常

　（奇形、死産、2週以内の死亡）   上111

その他の被爆二世疫学調査   上112

3.7 がん・白血病

発がんの仕組み   上113

放射線感受性の高い組織・臓器   上114

年齢による感受性の差   上115

低線量率被ばくの発がんへの影響   上116

固形がんの罹患リスクと線量との関係   上117

白血病と線量反応関係   上118

白血病の発症リスク   上119

被ばく時年齢と発がんリスクの関係   上120

被ばく時年齢別発がんリスク   上121

がん種類別被ばく時年齢とリスク   上122

原爆被爆者における甲状腺がんの発症   上123

低線量率長期被ばくの影響   上124



放射線影響健康調査

　－チョルノービリ原発事故－   上125

セシウムによる内部被ばく

　－チョルノービリ原発事故－   上126

甲状腺について   上127

ヨウ素について   上128

甲状腺がんの特徴   上129

甲状腺潜在がん   上130

甲状腺がんの罹患率：海外の例   上131

甲状腺がんの罹患率：日本   上132

国際がん研究機関（IARC）

　専門家グループの提言   上133

日本人における甲状腺がんのリスク   上134

甲状腺がんと線量との関係

　－チョルノービリ原発事故－   上135

甲状腺がんとヨウ素摂取

　－チョルノービリ原発事故－   上136

避難集団の被ばく

　－チョルノービリ原発事故－   上137

小児甲状腺がんの発症時期

　－チョルノービリ原発事故－   上138

チョルノービリ原子力発電所事故と

　東京電力福島第一原子力発電所事故との比較

　（甲状腺線量）   上139

チョルノービリ原子力発電所事故と

　東京電力福島第一原子力発電所事故との比較

　（被ばく時年齢）   上140

甲状腺がんについての専門家会議

　中間取りまとめの評価   上141

3.8 非放射線性の健康影響

放射線災害における非放射線性の健康影響   上142

福島第一原発事故後の様々な健康影響   上143

災害被災者のストレス要因   上144

放射線事故と健康不安   上145

子供の精神医学的影響   上146

東京電力福島第一原子力発電所事故対応と

　地域社会（1/2）   上147

東京電力福島第一原子力発電所事故対応と

　地域社会（2/2）   上148

健康影響の総括－チョルノービリ原発事故－   上149

世界保健機関（WHO）による総括

　－チョルノービリ原発事故－   上150

専門家グループの見解

　－チョルノービリ原発事故－   上151

世界保健機関（WHO）2006年報告書と異なる見解

　－チョルノービリ原発事故－   上152

精神健康と放射線の健康影響に関する

　リスク認知の関係   上153

放射線リスク認知（次世代影響）の変化   上154

欧州での人工流産の増加

　－チョルノービリ原発事故－   上155

支援者支援：ケアの三段階   上156

支援者のストレス対策   上157

原子力・放射線緊急事態における心のケア   上158

緊急事態後に心のケアが特に必要な人たち   上159

緊急事態後の各段階の心のケアの検討事項   上160

第4章　防護の考え方

4.1 防護の原則

放射線防護に関わる国際的な枠組み   上161

原子放射線の影響に関する

　国連科学委員会（UNSCEAR）   上162

国際原子力機関（IAEA）   上163

国際放射線防護委員会（ICRP）   上164

勧告の目的   上165

被ばく状況と防護対策   上166

生物学的側面   上167

LNT モデルをめぐる論争   上168

防護の三原則   上169

防護の正当化   上170

防護の最適化   上171

参考レベルを用いた防護の最適化   上172

大規模原子力事故後における

　地域コミュニティに係る取組   上173

線量限度の適用   上174

4.2 線量限度

国際放射線防護委員会（ICRP）勧告と

　国内法令の比較   上175

国際放射線防護委員会（ICRP）勧告と

　我が国の対応   上176

食品中の放射性物質に関する指標   上177

被ばく線量と健康リスクとの関係   上178



4.3 線量低減

外部被ばくの低減三原則   上179

内部被ばくの低減   上180

環境中に放出された放射性物質による

　屋内での被ばくの低減   上181

食品の調理・加工による

　放射性セシウムの除去   上182

4.4 長期的影響

植物への移行   上183

土壌中の放射性セシウムの分布の状況   上184

環境中での放射性セシウムの動き：

　粘土鉱物による吸着・固着   上185

環境中での放射性セシウムの動き：

　水中から植物への移行   上186

環境中での放射性セシウムの動き：

　森林土壌からの流出   上187

核実験フォールアウトの影響（日本）   上188

森林中の分布   上189

降下・沈着したセシウムの環境中での移行   上190

海洋中の放射性セシウムの分布   上191

海産生物の濃縮係数   上192

第5章　国際機関による評価

5.1 国際機関の報告書の概要

国際的な評価の変遷   上193

国際機関の報告書の主な結論   上194

各報告書の比較（評価結果）   上195

5.2 UNSCEAR2020年 /2021年報告書

UNSCEAR2020年 /2021年報告書（1/8）

　報告書の目的   上196

UNSCEAR2020年 /2021年報告書（2/8）

　公衆の被ばく線量評価の概要   上197

UNSCEAR2020年 /2021年報告書（3/8）

　公衆の被ばく線量評価にあたっての

　UNSCEAR2013年報告書からの更新   上198

UNSCEAR2020年 /2021年報告書（4/8）

　４グループごとに公衆の線量を推定   上199

UNSCEAR2020年 /2021年報告書（5/8）

　公衆の被ばく線量評価の結果   上200

UNSCEAR2020年 /2021年報告書（6/8）

　直接測定との比較   上201

UNSCEAR2020年 /2021年報告書（7/8）

　公衆の健康影響についての評価   上202

UNSCEAR2020年 /2021年報告書（8/8）

　チョルノービリ原発と福島第一原発における

　事故の比較   上203

5.3 UNSCEAR2013年報告書

UNSCEAR2013年報告書（1/3）

　報告書の目的【参考】   上204

UNSCEAR2013年報告書（2/3）

　公衆の被ばく線量評価に使われたデータ【参考】 

　　　　    上205

UNSCEAR2013年報告書（3/3）

　公衆の健康影響についての評価【参考】   上206

5.4 UNSCEAR 報告書のフォローアップ

UNSCEAR2013年報告書のフォローアップ

　経緯と概要【参考】   上207

UNSCEAR2013年報告書のフォローアップ

　主要な結論【参考】   上208

5.5 WHO 報告書

WHO 報告書（1/2）

　WHO 線量評価の概要【参考】   上209

WHO 報告書（2/2）

　住民の健康リスク評価のまとめ【参考】   上210



東京電力福島第一原子力発電所構内の

　労働環境改善について   下25

第7章　環境モニタリング

7.1 空間線量率の時空間分布

総合モニタリング計画と情報の公開について   下27

80km 圏内における空間線量率の分布   下28

福島県及びその近隣県における

　空間線量率の分布   下29

7.2 放射性セシウムと放射性ヨウ素の沈着状況

セシウム134、セシウム137

　（広域と80km 圏内）   下30

ヨウ素131（福島県東部）   下31

福島県の環境試料（東京電力

　福島第一原子力発電所事故直後）   下32

7.3 農地に係るモニタリング

放射性セシウム（福島県）   下33

7.4 森林のモニタリング

森林の空間線量率の変化   下34

森林内の放射性セシウムの分布状況の変化   下35

渓流水中の放射性セシウムの観測結果

　（2012年）   下36

7.5 井戸水のモニタリング

福島県の井戸水の検査結果   下37

7.6 上水のモニタリング

放射性ヨウ素（１都12県）   下38

放射性セシウム（１都７県）   下39

水道水モニタリング結果（～2012年1月）   下40

水道事業者等による検査実施状況   下41

放射性セシウムの挙動   下42

放射性セシウムの制御   下43

上水道の仕組み   下44

第6章　事故の状況

6.1 福島第一原発事故の状況

東日本大震災における被害状況   下1

原子力発電所の事故状況   下2

事故の要因（推定）地震と津波の影響   下3

事故の要因（推定）原子炉内の状況   下4

6.2 福島第一原発事故の概要

事故発生直後の対応   下5

事故直後から２か月間の空間線量率（東京電力

　福島第一原子力発電所敷地内及び敷地境界）   下6

事故直後から２週間の空間線量率（東京電力

　福島第一原子力発電所敷地内及び敷地境界）   下7

INES（国際原子力・放射線事象評価尺度）評価   下8

6.3 廃炉に向けた取組と進捗

東京電力福島第一原子力発電所の

　廃炉・汚染水・処理水対策について   下9

組織と役割について   下10

廃炉に関する取組の進捗   下11

汚染水対策に関する取組   下12

「ALPS 処理水」とは　～汚染水の浄化処理～   下13

タンクに保管されている水の処理方法   下14

放射性物質を環境へ放出する場合の規制基準   下15

トリチウム以外の核種   下16

トリチウムの年間処分量　～海外との比較～   下17

「ALPS 処理水」の海洋放出に関する

　放射線の影響評価   下18

「ALPS 処理水」に係る海域モニタリング   下19

「ALPS 処理水」に係る海域モニタリング

　（モニタリング結果の公表）   下20

「ALPS 処理水」放出前における

　IAEA の関与   下21

「ALPS 処理水」の安全性に関する

　IAEA 包括報告書   下22

「ALPS 処理水」放出中・放出後の

　IAEA の関与   下23

周辺環境の影響低減状況と

　地震・津波対策について   下24

下巻　東京電力福島第一原発事故とその後の推移（省庁等の取組）

目　次



7.7 陸水圏のモニタリング

福島県及び周辺地域における放射性物質

　モニタリング（公共用水域）   下45

底質の放射性セシウム濃度の調査結果   下46

7.8 海洋のモニタリング

海水と海底土の濃度（2011年度）   下47

海水の放射能濃度の推移   下48

海底土の放射能濃度の推移   下49

7.9 その他の放射性物質の沈着状況

プルトニウム、ストロンチウム

　（福島県東部、広域）   下50

プルトニウム（福島県）   下51

第8章　食品中の放射性物質

8.1 食品中の放射性物質対策

食品中の放射性物質基準値の設定と

　出荷制限・摂取制限   下53

食品中の放射性物質に関する検査結果の公表   下54

2012年４月からの基準値   下55

食品区分について【参考】   下56

食品健康影響評価の結果の概要   下57

食品健康影響評価の基礎   下58

基準値設定の考え方◆基準値の根拠   下59

影響を考慮する放射性核種   下60

基準値の計算の考え方（1/2）   下61

基準値の計算の考え方（2/2）   下62

飲料、乾燥食品の基準値適用の

　考え方【参考】   下63

流通食品での調査

　（マーケットバスケット調査）   下64

検査対象自治体及び検査対象品目（栽培／飼養管理

　が困難な品目群及び原木きのこ類）   下65

検査対象自治体及び検査対象品目（栽培／飼養管理

　が可能な品目群（原木きのこ類は除く））   下66

検査の実施、出荷制限等の解除   下67

食品中の放射性物質に関する検査の手順   下68

農産物の汚染経路   下69

農産物に係る放射性物質の移行低減対策 (1/5)

　－農地の除染－   下70

農産物に係る放射性物質の移行低減対策 (2/5)

　－カリ施肥による吸収抑制対策－   下71

農産物に係る放射性物質の移行低減対策 (3/5)

　－果樹の樹体洗浄、粗皮削り－   下72

農産物に係る放射性物質の移行低減対策 (4/5)

　－茶の剪定－   下73

農産物に係る放射性物質の移行低減対策 (5/5)

　－肥料等の管理－   下74

8.2 米

米（全袋検査を含む）の検査結果の推移   下75

2025年産米の作付制限等の対象区域   下76

福島県における米の全袋検査   下77

8.3 野菜・果実・豆

野菜類・果実類・豆類の検査結果の推移   下78

8.4 畜産物

畜産物の安全確保   下79

基準値に対応した飼養管理（1/2）   下80

基準値に対応した飼養管理（2/2）   下81

畜産物の放射性物質検査   下82

畜産物の検査結果の推移   下83

8.5 きのこ・山菜

きのこ等の特用林産物の安全確保対策   下84

きのこ原木等の当面の指標値【参考】   下85

きのこ類、山菜、野生鳥獣肉の

　検査結果の推移   下86

8.6 水産物

水産物の調査の考え方   下87

水産物の検査結果の推移   下88

消費者への原産地情報の提供   下89

8.7 諸外国の輸入規制

東京電力福島第一原子力発電所事故による諸外国・地域

　の食品等の輸入規制撤廃・緩和の概要   下90

第9章　事故からの環境再生に向けた取組

9.1 除染

放射線量の低減   下91

直轄除染を行った地域における平均的な

　線量率の推移（宅地及び農地）   下92

除染の方法   下93



特定復興再生拠点区域及び特定帰還居住区域に

　おける家屋等の解体について   下118

9.6 復興の新たなステージ

福島再生・未来志向プロジェクト   下119

福島イノベーション・コースト構想の

　取組について   下120

第10章　健康管理

10.1 県民健康調査概要

福島県「県民健康調査」とは   下121

県民健康調査（事業推進体制）   下122

県民健康調査（全体像）   下123

10.2 基本調査

基本調査　目的   下124

基本調査　概要   下125

基本調査　問診票   下126

基本調査　解析方法 行動パターン調査と

　線量率マップ   下127

基本調査　解析方法 時系列の線量率マップ   下128

基本調査　得られた回答とその代表性   下129

基本調査　結果   下130

10.3 甲状腺検査

甲状腺検査　目的と対象   下131

甲状腺検査　概要（1/3）   下132

甲状腺検査　概要（2/3）   下133

甲状腺検査　概要（3/3）   下134

甲状腺検査　結節とは   下135

甲状腺検査　のう胞とは   下136

甲状腺検査　充実部分を伴うのう胞の扱い   下137

甲状腺検査　県内・県外検査体制について   下138

甲状腺検査　本格検査の実施順   下139

甲状腺検査　本格検査（検査5回目）

　（福島県内）の実施順   下140

甲状腺検査　先行検査の結果   下141

甲状腺検査　本格検査（検査2回目）の結果   下142

甲状腺検査と他県調査の比較   下143

甲状腺検査　本格検査（検査3回目）の結果   下144

甲状腺検査　本格検査（検査4回目）の結果   下145

甲状腺検査　本格検査（検査5回目）の結果   下146

甲状腺検査　本格検査（検査6回目）の結果   下147

除染特別地域と汚染状況重点調査地域   下94

仮置場等での保管   下95

福島県外における除去土壌の状況   下96

除去土壌の埋立処分の基準    下97

福島の森林・林業の再生に向けた

　総合的な取組   下98

9.2 中間貯蔵施設

除去土壌等の中間貯蔵施設とは？   下99

中間貯蔵施設の整備   下100

除去土壌等の輸送   下101

福島県内除去土壌等の県外最終処分に向けた

　2025年度以降の進め方   下102

除去土壌の復興再生利用の基準   下103

福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた

　復興再生利用等の推進に関する

　ロードマップ   下104

復興再生利用の事例

　（総理大臣官邸、霞が関９府省）   下105

9.3 廃棄物

放射性物質汚染対処特措法に基づき

　国が処理を行う廃棄物   下106

国直轄による福島県の対策地域内の

　廃棄物の処理進捗状況   下107

指定廃棄物の一時保管に関する安全性の確保   下108

福島県内の指定廃棄物の処理の進め方   下109

福島県内の管理型処分場を活用した

　特定廃棄物の埋立処分   下110

指定廃棄物に関する関係５県の状況   下111

9.4 避難指示区域内の活動

避難指示区域の設定について   下112

警戒区域、避難指示区域の設定及び

　解除について   下113

9.5 事故からの復興・再生

避難指示の解除について   下114

帰還困難区域の主要幹線の交通について   下115

特定復興再生拠点区域の整備   下116

特定帰還居住区域の整備と

　放射線防護対策について   下117



甲状腺検査　本格検査（25歳時の節目の検査）

　の結果   下148

甲状腺検査　本格検査（30歳時の節目の検査）

　の結果   下149

甲状腺検査　先行検査と本格検査の結果

　（穿刺吸引細胞診詳細1）   下150

甲状腺検査　先行検査と本格検査の結果

　（穿刺吸引細胞診詳細2）   下151

甲状腺検査　先行検査と本格検査の結果

　（穿刺吸引細胞診詳細3）   下152

甲状腺検査　先行検査結果に対する見解   下153

甲状腺検査　本格検査（検査2回目）

　結果に対する評価の概要   下154

甲状腺検査　先行検査から本格検査（検査4回目）

　までの結果に対する評価の概要   下155

甲状腺検査　先行検査から本格検査（検査5回目）

　までの結果に対する評価の概要   下156

10.4 健康診査

健康診査　目的   下157

健康診査　概要（1/2）   下158

健康診査　概要（2/2）   下159

健康診査　わかってきたこと

　（過体重、高血圧、肝機能異常、高血糖）   下160

10.5 こころ・生活習慣

こころの健康度・生活習慣に関する調査

　目的   下161

こころの健康度・生活習慣に関する調査

　概要（1/2）   下162

こころの健康度・生活習慣に関する調査

　概要（2/2）   下163

こころの健康度・生活習慣に関する調査

　わかってきたこと（1/5）   下164

こころの健康度・生活習慣に関する調査

　わかってきたこと（2/5）   下165

こころの健康度・生活習慣に関する調査

　わかってきたこと（3/5）   下166

こころの健康度・生活習慣に関する調査

　わかってきたこと（4/5）   下167

こころの健康度・生活習慣に関する調査

　わかってきたこと（5/5）   下168

10.6 妊産婦に関する調査

妊産婦に関する調査　目的   下169

妊産婦に関する調査　概要（1/2）   下170

妊産婦に関する調査　概要（2/2）   下171

妊産婦に関する調査　支援実績と内容   下172

妊産婦に関する調査

　わかってきたこと（1/2）   下173

妊産婦に関する調査

　わかってきたこと（2/2）   下174

10.7 体外計測による調査

小児甲状腺簡易測定調査   下175

ホールボディ・カウンタによる

　内部被ばく検査   下176

ホールボディ・カウンタによる内部被ばく検査の

　実施結果   下177

食品による内部被ばくについて   下178

自分で行う内部被ばく防護について   下179



東京電力福島第一原子力発電所の事故の状況、事故発生直後の対応、及び廃
炉に向けた取組について説明します。
東京電力福島第一原子力発電所事故において、いつ、どのようなことが起き

ていたのかを知ることができます。また、廃炉・汚染水・処理水対策など、現
在の東京電力福島第一原子力発電所の状況を知ることができます。
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2011年３月11日午後２時46分、三陸沖を震源とする大地震があり、宮城県栗原市
で震度７を観測しました。地震の規模を示すマグニチュード（M）は9.0で、記録が
残る大正12年以降国内で最大、2010年のチリ大地震（M8.8）に匹敵する世界最大
級の地震になりました。
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地震当時、運転中であった東京電力福島第一原子力発電所の１～３号機は、地震と
その後の津波により、その全てで交流電源が喪失し、冷却システムが停止したことか
ら、原子炉が冷却できなくなり、最終的に燃料の溶融に至りました。燃料の溶融の過
程で、水素ガスが発生し、原子炉建屋内にその水素ガスが滞留した１号機、３号機で
は、12日（１号機）と14日（３号機）に水素爆発が起こりました。また、３号機に
隣接する４号機でも３号機から流れ込んだとみられる水素ガスにより水素爆発が発生
しました。
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地震発生直後、運転中であった東京電力福島第一原子力発電所の１～３号機は、全
ての原子炉が自動停止しました。
停止後のプラントにおいても、炉心の燃料の崩壊熱を除去する必要があります。東

京電力福島第一原子力発電所では、送電鉄塔の倒壊等による外部電源喪失のため非常
用ディーゼル発電機が自動起動し、通常の冷温停止に向けた手順が進められました。
しかし、その後の津波の襲来を受けて、起動した非常用ディーゼル発電機や配電盤

等が被水・冠水し、６号機を除き全ての交流電源が喪失すると共に、冷却用の海水ポ
ンプも機能を喪失しました。１号機では原子炉を冷却する機能が喪失しました。２号
機及び３号機では交流電源がなくても駆動できる冷却設備（２号機：原子炉隔離時冷
却系1、３号機：原子炉隔離時冷却系と高圧注水系2）でしばらく原子炉を冷却してい
ましたが、やがてこれらも停止して崩壊熱を冷却する手段を失うこととなりました。
こうした事態を受け、１～３号機では、消防ポンプ等を用いた代替注水を行うべく

作業が進められましたが、津波の再来の恐れなどもあり、代替注水に切り替えるまで
の間、炉心を冷却するための注水ができない状態が続きました。１号機では14時間程
度、２号機は６時間半程度、３号機では６時間半程度、炉心への注水が停止していた
とみられています。さらに、代替注水系には隠れたバイパスが多く、注入した水を効
果的に炉心冷却に供することができず、炉心溶融に至りました。

1.  RCIC: Reactor Core Isolation Cooling System
2.  HPCI: High Pressure Coolant Injection System
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炉心への注水が停止したことによって原子炉水位が低下し、燃料が露出しました。
その結果、炉心燃料が過熱し炉心溶融が始まり、圧力容器の一部が損傷したと考えら
れます。溶融した燃料は圧力容器から格納容器内に漏れ出すと共に、燃料体から放出
されたセシウムなどの放射性物質が格納容器内に漏えいしました。また、炉心損傷に
伴う高温下において、燃料被覆管の金属（ジルコニウム）と水蒸気が反応して発生し
た水素が、蒸気と共に圧力容器の損傷部から格納容器内に漏えいしました。
格納容器においては、炉心損傷の影響により高温・高圧状態となり閉じ込め機能が

劣化し、格納容器の外に通じる配管貫通部等に隙間が生じました。こうした箇所から、
放射性物質が格納容器の外に漏えいし、環境に拡散していきました。また、燃料被覆
管の金属が水蒸気と反応して発生した水素は原子炉建屋に漏えい、滞留し、水素爆発
が発生したと考えられます。
また、冷却のために原子炉へ注水した水が圧力容器や格納容器から漏えいし、放射

性物質を含んだ高レベル汚染水となり、原子炉建屋地下やタービン建屋地下に滞留し、
さらにその一部は海洋へ流出しました。
圧力容器の損傷や格納容器の閉じ込め機能の劣化により放射性物質を含む蒸気が漏

えいしたことに加えて、格納容器ベント等によって大気中に放射性物質が放出されま
した。
このような高レベル汚染水の海洋への流出や放射性物質の大気中への漏えいによ

り、放射性物質が環境中に漏えいすることになりました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2022年３月31日
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2011年３月11日午後７時03分、東京電力福島第一原子力発電所１、２号機で炉心
を冷やす緊急炉心冷却システムが動かなくなったことから、政府は原子力災害対策特
別措置法（原災法）に基づき原子力緊急事態宣言を発令し、原子力災害対策本部を設
置しました。
政府は同日午後９時23分、原災法に基づき、東京電力福島第一原子力発電所から

半径３km以内の住民に対して「避難指示」を、また半径３～ 10km以内の住民に「屋
内退避指示」を発令しました。
その後、政府は東京電力福島第一原子力発電所から半径３km以内としていた避難

指示を半径10kmまで拡大して、10km圏の４町に滞在する５万1,207人を避難対象
にしました。
さらに、３月12日午後３時36分に東京電力福島第一原子力発電所１号機の原子炉

建屋内で水素爆発が起こったため、避難指示対象をさらに広げて、東京電力福島第一
原子力発電所から半径10kmを半径20kmに拡大しました。
（関連ページ：下巻P112「避難指示区域の設定について」、下巻P113「警戒区域、
避難指示区域の設定及び解除について」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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2011年３月12日の明け方に東京電力福島第一原子力発電所敷地内のモニタリング
カーによる測定で空間線量率が上昇したことが判明し、地震後初めて、放射性物質の
放出が明らかになりました。このとき、１号機では格納容器圧力が異常上昇した後、
若干の圧力低下がみられたことから、格納容器からの放射性物質の漏えいがあり、大
気中への放出があったものと推定されています。その後もベント操作や建屋爆発の影
響により、空間線量率の一時的上昇が何度も観察されています。最も高い空間線量率
が計測されたのは３月15日９時で、発電所正門付近のモニタリングカーが約12ミリ
シーベルト/時の数値を測定しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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今回の事故では、事象の進展に伴い、燃料が溶融、放射性物質が圧力容器から炉外
に放出されました。格納容器ベント操作やさらに格納容器、原子炉建屋の損傷によっ
て、放射性物質が炉心から空気中へ放出されることになりました。１号機のベント操
作は、３月12日14時30分に格納容器の圧力が低下し、ベントが成功したと判断され
ています。その際、大気中に放出された放射性物質のプルームの影響で約１ミリシー
ベルト/時が観測されています（図中①）。翌13日にも明らかに空間線量率が上昇し
ました（図中②）が、これは３号機で原子炉水位が低下して、燃料が露出した後にベ
ント操作をした影響と考えられています。３月15日９時には約12ミリシーベルト/時
の数値が観測されました（図中③）が、同日早朝の６時頃に２号機で爆発音と共に圧
力抑制室の圧力が低下していることから、この上昇の原因は２号機からの放射性物質
の放出と考えられています。
３月15日23時と翌16日12時にも空間線量率の上昇が観測されています（図中④と

⑤）が、前者は３号機、後者は２号機において格納容器圧力の低下がみられているこ
とから、それぞれ３号機及び２号機からの放射性物質の放出が原因と考えられていま
す。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2022年３月31日
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INES（国際原子力・放射線事象評価尺度）とは、原子力発電所等の事故・トラブ
ルについて、それが安全上どの程度のものかを表す国際的な指標です。
東京電力福島第一原子力発電所事故のINES評価はチョルノービリ原発事故と同じ

レベル７（放射線影響としてヨウ素131と等価となるように換算した値として数万テ
ラBq（1016Bqのオーダー）を超える値）に相当すると評価されています。
（関連ページ：上巻P28「国際原子力事象評価尺度」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2024年３月31日
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東京電力福島第一原子力発電所では、廃炉に向けた取組が続けられており、2011
年12月にすべての号機で冷温停止状態を達成して以降、現在まで安定した状態を維
持しています。
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉は、世界にも前例のない困難な事業であり、

国も前面に立って、「東京電力ホールディングス(株) 福島第一原子力発電所の廃止措
置等に向けた中長期ロードマップ」（中長期ロードマップ）に基づき、安全かつ着実
に対策を進めることにしています。主な作業として、使用済燃料プールからの燃料取
り出し、燃料デブリ取り出し、汚染水対策、ALPS処理水の処分、廃棄物の処理・処
分/原子炉施設の解体等に向けた取組を進めています。
2019年12月に、中長期ロードマップを改訂し、初号機の燃料デブリの取り出し方

法を確定しました。まずは２号機で試験的取り出しに着手し、その後、段階的に取
り出し規模を拡大していく計画です。2024年11月と2025年４月には、燃料デブリ
の試験的取り出しに成功しました。また、2025年７月には、燃料デブリの大規模取
り出しに向けた工程の一部が具体化されるなど、重要な前進がありました。2041 ～
2051年までの廃止措置完了の目標に向け、引き続き、安全を最優先に、廃炉作業を
進めていきます1。

1.  2024年９月、試験的取り出しの着手をもって、中長期ロードマップにおける、燃料デ
ブリ取り出し開始から廃止措置終了までの期間である「第３期」に移行。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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廃炉を進めるに当たっては、政府が方針（「東京電力ホールディングス（株）福島
第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」）を定め、原子力規制
委員会の監視・審査の下で、東京電力が廃炉の着実な実施を行う体制が構築されてい
ます。また、原子力損害賠償・廃炉等支援機構（NDF）は、東京電力や政府に対し
て技術助言を行うとともに、積立金制度による廃炉費用の管理を行っています。
福島第一原子力発電所の廃炉は世界にも前例がない取組です。国や東京電力だけで

なく、国内外の叡智を結集させるため、様々な大学、日本原子力研究開発機構（JAEA）
等の研究開発機関や海外企業などが共同で取組を進めています。また、廃炉で培った
技術力等をもとに、地域が活性化し、福島の復興と廃炉が両輪として進んでいくこと
を目指して、地元企業など地域の皆様にも協力いただきながら廃炉を進めています。

本資料への収録日：2022年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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＜使用済燃料プールからの燃料取り出しについて＞
使用済燃料プールからの燃料取り出しについて、４号機では2014年12月に、３号機で

は2021年２月に全ての燃料の取り出しを無事に完了しました。これにより、使用済燃料
が冷却できずに崩壊することによる、放射性物質放出のリスクが大幅に低減されました。
現在、１、２号機では、燃料取り出しに向けて、１号機においては、ガレキ撤去時のダ

スト飛散を一層抑制するための大型カバーの設置が完了し、２号機においては、燃料取扱
設備の設置に係る作業を進めるなど、安全を最優先に準備作業を進めています。

＜燃料デブリの取り出しについて＞
まずは２号機で試験的取り出しに着手し、その後、段階的に取り出し規模を拡大してい

く計画です。
これまでも最先端の技術を用いて開発したロボット等による内部調査を行ってきました

が、引き続き、格納容器内部調査や燃料デブリ取り出しに必要な技術（ロボットアーム等）
や、燃料デブリの性状分析、放射性物質を閉じ込めるためのシステムの開発を進めます。
2024年９月、テレスコ式装置による試験的取り出しに着手し、これをもって中長期ロー

ドマップにおける、燃料デブリ取り出し開始から廃止措置終了までの期間である「第３
期」に移行しました。同年11月と、2025年４月に試験的取り出しに成功しました。また、
2025年７月には、燃料デブリの大規模取り出しに向けた工程の一部が具体化されるなど、
重要な前進がありました。

本資料への収録日：2018年2月28日
改訂日：2026年３月31日
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放射性物質を含む汚染水の取扱いについては、３つの基本方針で取り組んでいます。
＜基本方針１．汚染源を取り除く＞
① 汚染水から62核種の放射性物質を除く浄化処理を行う。
② トレンチ等に残存する高濃度汚染水を除去する。
③ 汚染水からセシウムとストロンチウムを除去する。

＜基本方針２．汚染源に水を近づけない＞
④ 建屋山側で地下水をくみ上げ、建屋近傍への流入を抑制する。
⑤ 建屋近傍の井戸（サブドレン）で地下水をくみ上げ、地下水位を下げ、建屋への流入を防ぐ。
⑥ 建屋周りに凍土壁を設けて、地下水の建屋への流入を抑制する。
⑦ 敷地舗装（フェーシング）による雨水の土壌浸透を押さえる。

＜基本方針３．汚染水を漏らさない＞
⑧ 水ガラスによる地盤改良を行う。
⑨ 海側に鋼管製の遮水壁を設けて、放射性物質を含む地下水の海洋への流出を低減する。
⑩海側に地下水ドレンを設けて、地下水をくみ上げ、海洋への流出を低減する。
⑪ ALPS等で浄化処理した水を安全に保管するため、貯蔵タンクについて、より漏洩リスクの低い溶
接タンクでの貯蔵を実施する。

以上の基本方針で、次の成果が得られています。
•  汚染水発生量が約540ｍ3/日（2014年５月）から約70ｍ3/日（2024年度）まで減少。
•  １～３号機の原子炉建屋等を除く、建屋内の滞留水の処理を完了し、中長期ロードマップに定める
目標を達成。

•  港湾内の放射性物質の濃度が大幅に低減。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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「ALPS処理水」とは、東京電力福島第一原子力発電所で発生した汚染水を多核種除去設備（ALPS：
Advanced Liquid Processing System）等によりトリチウム以外の放射性物質を環境放出の際の
規制基準を満たすまで浄化処理した水のことです。
東京電力福島第一原子力発電所では、原子炉の内部に残る、溶けて固まった燃料（燃料デブリ）

を冷却するために水をかけ続けていること、雨水や地下水が原子炉建屋内に流入することなどによ
り、高い濃度の放射性物質を含んだ汚染水が発生しています。
発生した汚染水に対しては、そのリスクを下げるために、いくつかの設備を使用して放射性物質

を除去する浄化処理がおこなわれます。まず、汚染水は「サリー」や「キュリオン」という装置に
通されて、セシウムやストロンチウムが浄化処理されます。次に、淡水化装置を経て淡水が分離され、
その淡水は原子炉の冷却水として使用されます。濃縮された水は、ALPSによりトリチウム以外の
62種類の放射性核種を除去対象として規制基準を下回るまで浄化処理されます。ALPSでは、セシ
ウム137、ストロンチウム90、ヨウ素90、コバルト60などの放射性核種を、薬液によって沈殿処
理したり、活性炭・吸着材で吸着したりして、浄化処理することができます。繰り返しALPS処理
することによりほとんどの放射性物質は取り除かれますが、水素の放射性同位体である「トリチウ
ム」は酸素と結びつき、水として存在していることから、トリチウムだけを取り除くことは極めて
難しく、ALPS等の処理で取り除くことはできません。
こうして処理された水は、東京電力福島第一原子力発電所内に設置されたタンクに貯蔵されてい

ます。しかし、過去に発生した浄化装置の不具合や、汚染水が周辺地域に与える影響を急ぎ低減さ
せるための処理量を優先した浄化処理等が原因で、2025年９月時点で、タンクに貯蔵されている
水の約７割には、トリチウム以外にも規制基準値以上の放射性物質が残っています。この約７割の
水に対しては、環境放出の際の規制基準を満たす「ALPS処理水」とするために、再度ALPSを使っ
た浄化処理、つまり二次処理が行われます（関連ページ：下巻P14「タンクに保管されている水の
処理方法」）。

本資料への収録日：2022年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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2021年4月13日、政府は、トリチウム以外の核種について「環境に放出する場合の規制基準」
を満たした水を「ALPS処理水」と定義し、この処理水について海洋放出により処分する基本方針
を公表しました。その後、2023年８月22日、ALPS処理水の具体的な海洋放出時期の見込みが示
され、同年８月24日から、ALPS処理水の海洋放出が開始されました。同基本方針では、「ALPS処
理水」は、トリチウムの濃度を1,500Bq/L未満とするために海水で100倍以上に希釈した上で海洋
に放出することとしています。この1,500Bq/Lという値は、稼働中の原子力発電所等に対しても適
用されているトリチウムの規制基準（告示濃度限度）の40分の1です。また、世界保健機関（WHO）
の飲料水水質ガイドラインにおける、飲料水に含まれるトリチウムの指標（ガイダンスレベル）の
7分の1程度です。なお、ALPS処理水を希釈することにより、トリチウム以外の核種も「環境に放
出する場合の規制基準」（告示濃度比総和）の100分の1未満まで希釈されることとなります。（関
連ページ：下巻P15「放射性物質を環境へ放出する場合の規制基準」）
事故後、多核種除去設備（ALPS）等で処理された水は、東京電力福島第一原子力発電所内に設

置されたタンクに貯蔵されています。しかし、2025年９月時点で、タンクに保管されている水の
約7割には、トリチウム以外の放射性物質（核種）も「環境に放出する場合の規制基準」を超える
濃度で含まれています。この水はすなわち「ALPS処理水」の定義を満たしていません。その理由
としては、ALPSを運用し始めた2013年頃は、①ALPSの浄化性能が劣っていたこと、②大量の汚
染水が発生していたことから、放射線リスクをできるだけ早く低減させるため「敷地内で保管する
場合の規制基準」をまず満たすことを重視して作業を進めたことなどが挙げられます。
そこで、基本方針に沿って海洋放出する際には、「敷地内で保管する場合の規制基準」よりもさ

らに厳しい「環境に放出する場合の規制基準」を満たすように、再度ALPSを使った浄化処理（二
次処理）が行われます。2020年9月より東京電力ホールディングス株式会社が実施した二次処理の
性能試験において、トリチウム以外の核種については「環境に放出する場合の規制基準」未満まで
浄化できることが確認されています。

本資料への収録日：2022年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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日本の原子力発電所等からの環境中に放出される液体・気体廃棄物に含まれる放射性物質の規
制基準は、国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告に基づき、放出される放射性物質による追加的
な公衆被ばく線量（人体に与える影響）を、年間で１mSv未満にすることを基本に定められてい
ます。具体的には、１種類の放射性物質が含まれる水を、生まれてから70歳になるまで毎日約２
リットル飲み続けた場合に、平均の線量率が１年あたり１mSvに達する濃度が限度として定めら
れています。この放射性物質ごとの濃度の限度は「告示濃度限度」と呼ばれています。
一般的に、原子力発電所等からの液体・気体廃棄物には複数の放射性物質が含まれています。

そこで、複数の放射性物質の影響が考えられる場合には、廃棄物中に含まれるすべての放射性物
質による影響を総合して「告示濃度比総和」という考え方が用いられ、この告示濃度比総和が「１」
を下回るように規制がおこなわれます。
「ALPS処理水」の処分に当たっては、他の稼働中の原子力発電所等と同様に「告示濃度比総和」
が「１」未満になっているかどうかが確認されます。事故を起こした原子炉特有の放射性物質（セ
シウム、ストロンチウムなど）も含むトリチウム以外の放射性物質は規制基準を満たすように多
核種除去設備（ALPS）等により濃度を低減する処理がおこなわれます。
また、ALPS等で取り除くことが難しいトリチウムについても、それ自身を含むすべての放射

性物質の告示濃度比を１未満にするために、濃度を下げるための希釈（海水で100倍以上に希釈）
がおこなわれます。これは、「ALPS処理水」中の規制基準を満たしているトリチウム以外の核種
をさらに100倍以上に希釈することにもつながるため、より安全性を確保できるようになります。
なお、「ALPS処理水」を希釈して海洋に放出した場合の１年間の放射線影響は、１年間に日本

人が自然放射線から受ける影響（2.1mSv）の約100万分の１～約７万分の１なると評価されてい
ます（2023年2月時点の評価結果）（関連ページ：下巻P18「『ALPS処理水』の海洋放出に関す
る放射線の影響評価」）。

本資料への収録日：2022年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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東京電力福島第一原子力発電所で発生する汚染水には、トリチウムの他、セシウム
137、ストロンチウム90、ヨウ素129などの放射性物質が含まれます。これらの放射
性物質は、通常の原子力発電所では燃料棒の中にとどまっており、その排水からはほ
とんど検出されません（関連ページ：上巻P30「原子炉内の生成物」）。
これらの放射性物質については、海洋放出に先立ち、多核種除去設備（ALPS）等

により、規制基準を満たすまで浄化処理され、更にトリチウムに併せて少なくとも
100倍以上に希釈されます。こうした処理を行うことにより、実際の放出時には規制
基準値の100分の１未満となります。
なお、ALPS等による浄化処理後の「ALPS処理水」では、希釈前の段階で、トリ

チウム以外の核種の多くは、検出限界値未満となります。セシウム134/137、コバ
ルト60、ルテニウム106、アンチモン125、ストロンチウム90、ヨウ素129、テク
ネチウム99、炭素14などが検出される可能性はありますが、いずれも規制基準値未
満です。
他方、日本の原子力発電所等からの環境中に放出される液体・気体廃棄物に含まれ

る放射性物質の規制基準は、どんな核種が含まれるかではなく、廃棄物に含まれるす
べての放射性物質による影響を総合して考えられており、これらが検出されたとして
も、人体や環境への影響に問題が生じるものではありません。また、国内外の原子力
発電所・再処理施設でも、各国の法令を遵守した上で、放射性物質を含む廃棄物が、
海洋や河川等へ、また、換気等にともない大気中へ排出されています。

本資料への収録日：2022年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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「ALPS処理水」を海洋放出するにあたり、放出するトリチウムの年間の総量は、
事故前の東京電力福島第一原子力発電所の放出管理値（年間22兆Bq）を下回る水準
とする方針です。
トリチウムは、国内外の原子力発電所・再処理施設においても発生しており、各国

の法令を遵守した上で、液体廃棄物として海洋や河川等へ、また、換気等にともない
大気中へ排出されています。
上のグラフにも示すように、「ALPS処理水」の処分時に放出するトリチウムの年

間総量22兆Bq未満という量は、海外の多くの原子力発電所等からの放出量と比べて
も低い水準です。

本資料への収録日：2022年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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東京電力ホールディングス株式会社は、政府が2021年４月に公表した基本方針に則った形で「ALPS処理水」の海洋放
出を行った場合の放射線環境影響を、国際的に認知された手法（国際原子力機関（IAEA）安全基準文書、国際放射線防護
委員会（ICRP）勧告等）に従って評価を行いました。評価については、パブリックコメント手続きで国内外から寄せられ
た意見やIAEAによるレビューにおける指摘、原子力規制委員会との議論を踏まえた見直しが行われました。その結果、人
及び環境への影響は軽微であることが示されました。
■海洋における拡散シミュレーション結果（2019年の気象・海象データを使用。年平均）
•  現状の周辺海域の海水に含まれるトリチウム濃度（0.1 ～１Bq/L）よりも濃度が高くなると評価された範囲は、発電所
周辺の２～３kmの範囲に留まる。

•  放出口の付近では、トリチウム濃度が30Bq/L程度を示す箇所も見られたが、その周辺で速やかに濃度が低下する。なお、
トリチウム濃度が30Bq/Lであっても、世界保健機関（WHO）の飲料水ガイドラインの１万Bq/Lを大幅に下回る。

■人・動植物への放射線環境影響評価の結果（2023年2月時点の評価結果）
•  人への影響は、日本人が自然放射線から受ける影響（年間2.1mSv）の約100万分の１～約７万分の１となる。
•  動植物（扁平魚・カニ・褐藻類）への影響は、ICRPが提唱する生物に影響が生じ得るとされる基準値の約300万分の
１～約100万分の１となった（カニでは約3000万分の１～約1000万分の１）。

また、東京電力ホールディングス株式会社は、2024年８月をもって放出開始から１年が経過したことから、放出開始後
１年間（2023年８月24日～ 2024年８月25日）の放出実績及び実際の気象海象データに基づき放射線環境影響評価を実施
しました。その結果、海洋放出前に行った評価と同様、人及び環境への影響は軽微であることが示されました。
■人・動植物への放射線環境影響評価の結果（放出開始後１年間（2023年８月24日～ 2024年８月25日）の評価結果）
•  人への影響は、日本人が自然放射線から受ける影響（年間2.1mSv）の約40万分の１～約10万分の１となった。
•  動植物（扁平魚・カニ・褐藻類）への影響は、ICRPが提唱する生物に影響が生じ得るとされる基準値の約100万分の
１となった（カニでは約1,100万分の１）。

（出典）
•  東京電力ホールディングス株式会社「多核種除去設備等処理水（ALPS処理水）の海洋放出に係る放射線環境影響評価報告書（建設段階・
改訂版）」（2023年2月）（6月16日訂正版）に基づき作成、
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/implementation/pdf/reference.pdf

•  東京電力ホールディングス株式会社「多核種除去設備等処理水（ALPS処理水）の海洋放出に係る放射線環境影響評価報告書（運用段階）」
（2024年12月）、
https://www.tepco.co.jp/press/news/2024/pdf/241209j0103.pdf

に基づき作成

本資料への収録日：2022年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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ALPS処理水の海洋放出にあたり、安全性の確保と風評対策を徹底する観点から、政府等の
関係機関は海域のモニタリングを実施しています。このモニタリングは、IAEAの支援を得て分
析能力の信頼性を確保して実施しています。
放出開始前の2022年度からモニタリングを開始し、現在は精密分析及び迅速分析を実施して

います。
なお、東京電力は、モニタリングにより放射性物質の濃度が放出停止判断レベルを超える等

の事象が発生した場合には、東京電力が策定した実施計画に基づき直ちに放出を中断すること
を含め、適切な対応をとることとしています。
関係省庁等で実施しているトリチウム等に係るモニタリングの結果は、「ALPS処理水に係る

海域モニタリング情報」に掲載されています。今後も、国内外に対し、透明性高く、分かりや
すい情報発信に取り組んでいきます。

ALPS処理水に係る海域モニタリング情報
https://policies.env.go.jp/water/shorisui-monitoring/

（出典）
•  モニタリング調整会議「総合モニタリング計画（令和７年３月28日改定）」、
https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/plan/meetings/204_01_20250328.pdf

•  環境省HP「環境省のモニタリング実施状況」、
https://www.env.go.jp/content/000361727.pdf

•  原子力規制委員会「ALPS処理水海洋放出に係る海域モニタリング」、
 https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100013301?contents=NRA100013301-004-
003#pdf=NRA100013301-004-003

に基づき作成

本資料への収録日：2024年３月31日
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ALPS処理水の海洋放出にあたり、安全性の確保と風評対策を徹底する観点から、
政府等の関係機関は海域のモニタリングを実施しています。 関係省庁等で実施して
いるトリチウム等に係るモニタリングの結果は、各機関のホームページ等で公開され
ています。
環境省のHPである「ALPS処理水に係る海域モニタリング情報」では、環境省の

結果に加え、関係省庁等で実施しているトリチウム等に係るモニタリングの結果をま
とめて掲載しています。
これまでのモニタリング結果は、トリチウムを含め他の放射性物質についても規制

基準（告示濃度限度）に比べて十分に低い水準の濃度であり、人や環境への影響はあ
りません。 

ALPS処理水に係る海域モニタリング情報（環境省）
https://policies.env.go.jp/water/shorisui-monitoring/
ALPS処理水に係る海域環境モニタリング（原子力規制委員会）
https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea
水産物の放射性物質調査の結果について（水産庁）
https://www.jfa.maff .go.jp/j/housyanou/kekka.html
包括的海域モニタリング閲覧システム（ORBS）（東京電力）
https://www.monitororbs.jp/ja/index.html

本資料への収録日：2025年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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ALPS処理水の処分に関して、日本政府は国際原子力機関（IAEA）の国際安全基準に準拠して安全かつ透明性の高い方法で
ALPS処理水の放出を実施できるように、IAEAに対してALPS処理水の放出に関する計画や活動をレビューするよう支援を要
請しています。IAEAは日本政府からの要請を受け入れて、今後数十年にわたるALPS処理水の放出がIAEAの国際安全基準に
適合して行われているかどうかの技術的なレビューを実施します。安全性に関する主要な要素を十分に確保するために、以下
の主要な３つの項目で構成されます。
1.  ALPS処理水の性状や放出計画などについて、「安全性」の面に特化して集中的に評価する。
2.  安全規制をおこなう主体である「原子力規制委員会」の対応を確認する。
3.  ALPS処理水と環境中の放射性物質のモニタリングを独立した立場において実施することで、日本の公表データを裏付け
る。

IAEAは、2022年２月から2023年６月まで複数回のレビューミッションを実施し、進捗報告を目的とした報告書を公表し
てきました。タスクフォースからの指摘事項に基づき、東京電力は実施計画や人及び環境への放射線影響評価報告書を見直し、
内容の一層の充実を図りました。
2023年７月に包括報告書を公表し、その中でALPS処理水の海洋放出は「国際安全基準に合致している」、「人及び環境に対

する放射線影響は無視できる程度」との結論を述べています（下巻P22「『ALPS処理水』の安全性に関するIAEA包括報告書」）。
包括報告書では、
•  東京電力福島第一原子力発電所での活動を継続し、放出に関するデータをリアルタイムで国際社会に提供していく。
•  追加のレビューやモニタリングを継続し、国際社会に透明性と安心を提供する。
と言及されており、今まで実施してきた放出前のレビューだけではなく、放出中・放出後についても長年にわたってALPS

処理水の海洋放出の安全性確保にコミットするとしています（下巻P23「『ALPS処理水』放出中・放出後のIAEAの関与」）。

IAEAによる報告書は以下のウェブサイトで公開されています。
IAEA　Fukushima Daiichi ALPS Treated Water Discharge - Reports
https://www.iaea.org/topics/response/fukushima-daiichi-nuclear-accident/fukushima-daiichi-alps-treated-

water-discharge/reports

（出典）
•  経済産業省「IAEAがALPS処理水海洋放出の安全性を確認」（2023年）、 https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/
shirou_alps/reports/02/

に基づき作成
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IAEAは日本政府の要請を受けて、2022年２月以降に、「①ALPS処理水の安全性」、「②規制プロセ
スの妥当性」、「③独立したサンプリング・裏付け分析」の各観点でレビューを実施しました。これらの
結果は2022年４月以降に報告書として公開され、さらに、2023年７月４日にはレビューを総括する「包
括報告書」が公開されました。なお、レビューにはIAEAの専門家に加え、11か国から国際専門家が参
加しました。
①に関するレビューでは、東京電力が実施した放射線環境影響評価を含む８つの技術的事項について、

東京電力と経済産業省から提供された情報の検証が行われました。②に関するレビューでは、原子力規
制委員会が実施する審査・検査内容の確認が行われました。③に関するレビューでは、ALPS処理水と
環境中の放射性物質のモニタリングを独立した立場で実施し、日本の公表データの検証が行われました。
これらのレビュー結果を総括する包括報告書では、ALPS処理水の放出に関するアプローチと、それ

に関連する東京電力・原子力規制委員会・日本政府による活動が国際安全基準に合致していると結論付
けられています。また、ALPS処理水の放出による人及び環境に対する放射線影響は無視できるほどで
あると結論付けられています。一方で、放出中の活動が関連する国際安全基準と整合しているか、様々
なタイミングで再検討される必要があると示されています。このような点を踏まえ、IAEAは放出開始
後もALPS処理水の放出の安全性確保にコミットする方針を示しています（下巻P23「『ALPS処理水』
放出中・放出後のIAEAの関与」）。

（出典）
•  IAEA, “IAEA COMPREHENSIVE REPORT ON THE SAFETY REVIEW OF THE ALPS-TREATED 
WATER AT THE FUKUSHIMA DAIICHI NUCLEAR POWER STATION”（2023年７月）,https://www.
iaea.org/sites/default/fi les/iaea_comprehensive_alps_report.pdf

•  経済産業省ウェブサイト「みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと」、https://www.meti.go.jp/
earthquake/nuclear/hairo_osensui/shirou_alps.html

に基づき作成
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IAEAはALPS処理水の海洋放出中・放出後についても長年にわたってALPS処理水の海洋放出の
安全性確保にコミットするとしています。海洋放出開始後から2025年12月までで計５回（2023年
10月、2024年４月、2024年12月、2025年５月、2025年12月）のレビューが行われ、４回まで
の報告書が公表されています。いずれの報告書においても、「関連する国際安全基準の要求事項と合
致しないいかなる点も確認されなかった」、「包括報告書の結論を再確認できた」旨が明記されてい
ます。
また、日本の公表データの裏付けのため、ALPS処理水と環境中の放射性物質のモニタリングを

独立した立場で実施しています。2025年12月までに、ALPS処理水について３本（2023年５月、
2024年１月、2025年３月）、環境中の放射性物質についても２本（2024年１月、2025年３月）の
報告書が公表されています。いずれの報告書においても、東京電力や日本の分析機関が、高い能力
を有しているとの評価を受けています。さらに、東京電力福島第一原子力発電所に、IAEA職員が常
駐し、現場の状況確認やモニタリング等を実施しています。
加えて、2024年９月には、我が国とIAEAとの間で、IAEAの枠組みの下での追加的モニタリング

を実施することで一致しました。2025年12月までに、追加的モニタリングの一環として、IAEA関
係者及び第三国分析機関の専門家が来日し、試料の採取が６回行われました。報告書では、各参加
分析機関から報告された分析結果は、計画された通りの放出が人及び環境に対して与える影響は無
視できるほどであるとする2023年７月公表のIAEA包括報告書の結論と整合しているとしています。

（出典）
•  経済産業省ウェブサイト「みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと」、
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/shirou_alps.html

•  外務省ウェブサイト「ALPS処理水基礎資料」、
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fi les/100521832.pdf

に基づき作成

本資料への収録日：2026年３月31日
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作業中は、作業現場における放射線量の変動を監視していると同時に、発電所の敷
地境界上でも、水と大気の監視を常に行っています。万が一、空間線量率やダストの
放射性物質濃度が異常に上昇した場合に備えて、直ちに通報される体制が整備されて
います。
耐震、耐津波への対策として、東日本大震災級の地震が起こったとしても、重要な

建物は倒壊しないことがコンピューター解析により確認されています。また 、2024
年３月には、日本海溝津波に備えた防潮堤が完成しました。加えて、万が一に備えて、
建屋に津波が侵入しないよう、建屋開口部の閉塞工事を完了すると共に、津波が到達
しない高台のエリアに電源車等のバックアップ電源や、消防車等の注水手段を用意し
ています。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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東京電力福島第一原子力発電所では、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向
上を図るため、ガレキ撤去や斜面、敷地等をモルタルでカバーする等による労働環境
の改善を進めた結果、一般作業服等で作業可能なエリアが、2018年６月に、構内面
積の約96%に拡大しました。
なお、2018年11月からは、住民の方々が視察する際、１～４号機を俯瞰する高台

へ、マスクなし・普段の服装で視察できるようになりました。
労働環境の改善等の取組とともに、被ばく線量の低減も図られています。2025

年11月の平均被ばく線量は0.22mSv/月であり、線量限度（100mSv/ ５年、上巻
P174「線量限度の適用」）から算出した値（1.67mSv/月）と比較し、十分低い値となっ
ています。加えて、労働者の安全衛生を確保するために放射線管理だけでなく、熱中
症対策、感染症対策など総合的な労働衛生管理が実施されています。また緊急作業従
事者等の長期的健康管理が実施されています。
このほか、2015年５月には大型休憩所がオープンし、給食センターで作られた温

かい食事の提供やシャワーの利用、コンビニでの買物など、今では一部区域を除き一
般の作業現場と変わらない環境での作業が可能となっています。
また、福島第一原子力発電所作業現場の出入りを管理する施設には、万が一の事故

に備えて、24時間体制で救急医療を行えるように備えています。また、外部医療施
設へ速やかに搬送が必要な場合に備えて、ヘリポートも整備しています。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い実施されている環境放射線モニタ
リングとその結果を説明します。
発電所の周辺環境における事故の影響の広がり、汚染の状況を知ることがで

きます。また、事故後年月の経過と共に、どのような変化があるのかを知るこ
とができます。

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 7章 環境モニタリング



東京電力福島第一原子力発電所事故により環境中に放出された大量の放射性物質に
ついて、きめ細かな放射線モニタリングを行うため、原子力災害対策本部に設置した
モニタリング調整会議において、総合モニタリング計画を策定し、関係機関や原子力
事業者等が連携して、以下のようなモニタリングを実施しています。

１） 環境一般（土壌、水、大気等）、水環境（河川、湖沼・水源地、地下水）、海域
等

２）学校等（学校、保育所等）
３）港湾、公園、下水道等
４）野生動植物、廃棄物、除去土壌等
５）農地土壌、林野、牧草等
６）水道
７）食品（農・林・畜・水産物）

結果は関係機関においてウェブ上に公開し、随時更新していくこととしています。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2025年３月31日
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放射性物質による影響の変化を確認するため、東京電力福島第一原子力発電所から
80km圏内について継続的に航空機モニタリングが実施され、空間線量率の分布状況、
放射性セシウムの沈着状況が調査されてきました。また、80km圏外についても航空
機モニタリングにより、放射性物質の影響把握が行われています。
80km圏内における空間線量率は、線量が高い地域（東京電力福島第一原子力発電

所から北西方向に伸びる領域）も、低い地域も、年月の経過と共に下がってきている
ことが確認されました。

本資料への収録日：2014年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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東京電力福島第一原子力発電所から80km圏内と、80km圏外の福島県西部、茨城県、
群馬県、栃木県、宮城県を中心とした地域について航空機モニタリングを実施してい
ます。
左図は事故から７ヵ月後の2011年11月時点、右図は2024年12月時点の航空機モ
ニタリングの結果です。

福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの測定結果について（2025年
２月28日）
https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/airborne/air-dose/2024_

19thAirbome_monitoring_press_japanese.pdf

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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この図は、航空機モニタリングの測定結果を基に、福島県と近県における土壌表層
中の放射性セシウムの沈着状況を示したマップです。
2012年10 ～ 12月に、降雨等の自然環境による影響を含めた放射性物質の影響の

変化の状況を確認するために行われたものであり、マップの作成に当たっては、航空
機モニタリングを実施した最終日である2012年11月16日時点と2012年12月28日
時点の値に換算されています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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事故から３か月後の2011年６月に行われた国の土壌に関する調査では、東京電力
福島第一原子力発電所から100km圏内で採取された土壌試料について、ヨウ素131
（I-131）の分析が行われました。
ヨウ素はセシウムと同様に、東京電力福島第一原子力発電所から北西へ帯状に沈着

量が高くなっているのに加え、東京電力福島第一原子力発電所から南側の地域におい
て、セシウムに対するヨウ素の比率が高い地域が存在しています。地域によって、放
射性セシウムと放射性ヨウ素が異なる比率で地表面に沈着している理由としては、放
射性プルームが放出された時期の違いによりヨウ素131とセシウム137の比率が異
なっていることが考えられます。また、南方へ流れたプルーム中のセシウム137に対
するヨウ素131の放出量の比率が相対的に多かったことや、地域により沈着の仕方が
異なり北方で降雨沈着が顕著であったため、北方で土壌に沈着したセシウム137の放
射能濃度が増えたこと等が考えられます1。

1.  文部科学省、原子力災害対策支援本部「放射線量等分布マップの作成等に関する報告書
（第1編）」（2012年）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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事故発生直後に行われた環境試料のモニタリングでは、土壌や植物からは高濃度の
放射性ヨウ素と放射性セシウムが検出されました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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東京電力福島第一原子力発電所事故により、放射性物質の影響を受けた福島県内の
農地において、今後の営農に向けた取組を進めるために、農地土壌の放射性物質の測
定調査が行われています。上図は、福島県の307地点において2023年度に行われた
測定結果等に基づく、農地土壌の放射性セシウム濃度の推定図（2023年11月27日時
点に換算）です。
農地土壌の試料は、放射性物質が耕起によって攪拌される深さや農作物が根を張る

深さ等を考慮して、地表面から約15cm又は耕うんの深さまでの土壌が採取されてい
ます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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福島県は、2011年度から毎年、県内の森林において空間線量率等のモニタリング
を実施しています。2011年度の調査箇所は362箇所でしたが、2024年度には1,316
箇所まで拡大して調査が実施されています。
継続して観測している362箇所の空間線量率の2024年度の平均値は0.16μSv/hで

あり、2011年８月時点の値（0.91μSv/h）の約18%となっています。 2025年３月
時点では0.23μSv/h未満の区域が2011年度の46箇所（13%）から2024年度の279
箇所（77%）へ増加しました。また、1.00μSv/h以上の区域は減少しており、2011
年度は125箇所（35%）ありましたが、2020年度以降は０箇所になっています。森
林内の空間線量率は物理学的減衰率とほぼ同じく低下しています。
2025年３月時点の地域別の測定結果（最小値～最大値）は、以下の通りです。
•  県北  （測定箇所数 361）：0.05 ～ 0.97μSv/h
•  県中  （測定箇所数 122）：0.03 ～ 0.37μSv/h
•  県南  （測定箇所数 38）：0.04 ～ 0.20μSv/h
•  会津  （測定箇所数 33）：0.03 ～ 0.07μSv/h
•  南会津  （測定箇所数 22）：0.03 ～ 0.08μSv/h
•  相双  （測定箇所数 669）：0.08 ～ 2.46μSv/h
•  いわき  （測定箇所数  71）：0.04 ～ 0.81μSv/h
（関連ページ：上巻P189「森林中の分布」）

本資料への収録日：2019年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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森林内の放射性セシウムは、事故後最初の１年である2011年から2012年までにか
けて、葉、枝、落葉層の放射性セシウムの分布割合が大幅に低下し、土壌の分布割合が
大きく上昇しました。これは、樹木の枝葉等に付着した放射性セシウムが、落葉したり、
雨で洗い流されたりして地面の落葉層に移動し、さらに落葉層が分解され土壌に移動し
たためと考えられます。その後も放射性セシウムの土壌への分布割合はさらに増えてお
り、2024年度現在、森林内の放射性セシウムの90％以上が土壌・落葉層に分布し、そ
の大部分は土壌の表層０～５cmに存在しています。
葉、枝及び樹皮の放射性セシウム濃度は、2011年度の調査開始以来、全体として低

下傾向が続いています。落葉層の濃度は、いずれの調査地でも、2011年度以降2024
年度にかけて、９割以上低下しました。土壌については、表層土壌（０～５cm深さまで） 
の濃度が土壌の中では最も高く、濃度の上昇と低下が混在し、明瞭な傾向は見られませ
ん。
一方、森林全体の放射性セシウム蓄積量では、明瞭な変化は見られませんでした。チョ

ルノービリの調査等から、放射性セシウムは森林生態系に留まり、その一部は内部循環
するといわれていますが、森林全体の放射性セシウムの蓄積量の経年変化が少ないこと
と土壌表層付近に溜まっていることから、森林外への流出量が少ないと考えられます。
また、さらに、事故から時間が経っても木材中の放射性セシウム濃度の変化が小さい
こと、樹木が根を通じて土壌から放射性セシウムを吸収することも明らかになっていま
す。
（関連ページ：上巻P189「森林中の分布」）

本資料への収録日：2016年１月18日
改訂日：2026年３月31日
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福島県内の森林から流れ出る渓流水に含まれる放射性セシウムを調査したところ、
ほとんどの試料で不検出でしたが、降雨があった日等に一部の試料から放射性セシウ
ムが検出されました。これらの試料には、懸濁物質（水に溶けない粒子）が含まれて
いたため、ろ過した後に改めて放射性セシウム濃度を測定したところ、全て不検出と
なりました。
これらのことから、放射性セシウムが検出されたのは、降雨により渓流水の流量が

増加する際に見られる一時的な懸濁物質の増加が主な理由と推測されます。

1.  検出下限値はCs-134、Cs-137共に１Bq/L。
2.  検出試料には懸濁物質が含まれており、ろ過後に測定したところ全てが不検出。
3.  放射性セシウム濃度はCs-134とCs-137の合計。
4.  観測地は以下の通り。
　　　　融雪期：伊達市、飯舘村、（二本松市、会津若松市、郡山市、広野町）
　　　　梅雨期：伊達市、飯舘村、（二本松市）
　　　　秋期：伊達市、飯舘村
5.  数値は全期間観測した伊達市と飯舘村の結果。なお、融雪期及び梅雨期の（　　）
の数値は上記４.の括弧書きの市町の結果を含む値。

本資料への収録日：2016年１月18日
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福島県の復興情報ポータルサイト「ふくしま復興情報ポータルサイト」では、事故
のあった2011年以降の井戸水における飲用井戸水等のモニタリング検査結果が公開
されています。「福島県飲料水の放射性物質モニタリング検査実施計画」における検
査体制に基づき、福島県に調査依頼を行った自治体に対して調査したものです。

ふくしま復興情報ポータルサイト「飲料水モニタリング検査結果・関連情報」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-drinkingwater-monitoring.

html

井戸水などの飲料水の国の基準値は10Bq/kgですが、これまでの調査では井戸水
から放射性物質は一度も検出されておらず、「ND」（検出限界値未満）です。
なお、検出限界値は2011年には放射性セシウム、放射性ヨウ素共に５Bq/kg以下
であり、現在では１Bq/kg以下となっています。

本資料への収録日：2017年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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文部科学省による水道水中の放射性物質の検査の結果、放射性ヨウ素は、47都道
府県中13都県において検出されました。2011年３月18日から３月29日にかけて各
地で濃度がピーク値に達していますが、３月後半頃から多くの地点で減少傾向に転じ、
４月以降は一部の地点で微量の放射性ヨウ素が検出されるのみとなりました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2024年３月31日
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文部科学省による水道水中の放射性物質の検査の結果、放射性セシウムは、47都
道府県中８都県において検出されました。2011年３月20日から４月初旬までに各地
でピーク値に達しましたが、放射性ヨウ素と比較してその濃度は概して低いことが分
かりました。そして、４月以降は一部の地点で微量が検出されるのみとなりました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2024年３月31日
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水道水のモニタリングの結果、半減期の短い放射性ヨウ素はもちろん、放射性セシ
ウムが検出されることも2011年５月以降はほとんどなくなりました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2024年３月31日
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水道事業者による放射性セシウム検査の実施状況を見てみると、検体数は月当た
り浄水で大体6,000から7,000検体、原水は百数十検体ほどです。月別に検出された
最高濃度を比べると、最大は2011年３月の140.5Bq/kgで、その後は徐々に下がり、
2011年６月以降は10Bq/kgを超えて検出されたという報告はありません。

本資料への収録日：2013年３月31日
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東京電力福島第一原子力発電所事故によって放出された放射性セシウムは、事故直
後にはセシウム134（Cs-134）及びセシウム137（Cs-137）がほぼ１対１の割合
で存在し、環境中でも同様の比率で検出されていました。放射性セシウムは、東京電
力福島第一原子力発電所から放出された直後は、粒子、又は気体で存在しましたが、
その後、地面表層に降下したものが主に土壌、及びちり等に吸着した状態で存在して
いると考えられています。放射性セシウムは水中でちりに吸着した状態で土壌等濁質
と同様の挙動をとりやすく、濁質の除去により高い除去率が期待できます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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2011年４月時点で福島県内の浄水場の原水、沈殿水、生物活性炭処理水、急速ろ
過水について放射性セシウム濃度を測定したところ、原水に低濃度の放射性セシウム
が流入していた場合でも、その放射性セシウムは沈殿の段階で土壌に付着して減少す
るというデータが得られました。
浄水処理工程を対象とした調査において、凝集沈殿、砂ろ過及び粉末活性炭により、

濁質と共に放射性セシウムが概ね除去されていました。また、現状ではほとんどの浄
水で、放射性セシウムは検出されていません。これらの結果から、濁度管理の徹底に
よって、放射性セシウムは制御し得ることが分かりました。

本資料への収録日：2013年３月31日
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この図では、日本で一般的に用いられている浄水方法である「急速ろ過法」を示し
ています。急速ろ過法では、河川やダムから取り入れた水に泥や小さな粒子を沈殿さ
せる薬剤を用いて、フロックと呼ばれる大きな塊にします。そして、上澄みの水をろ
過することで水道水が作られます。
セシウムは土や泥に強く吸着する性質を持ちます（下巻P42「放射性セシウムの挙

動」）。そのため、水がフロックと分離する際には、セシウムは土や泥の塊であるフロッ
クの方に集まる性質があること、水道に用いられる水は沈殿池の上澄みの部分を用い
ることからも、セシウムは水道水にはほとんど混入しない仕組みになっています。
図中の放射性セシウム濃度の推移（Bq/L）は、2011年４月28日時点の福島県内
浄水場の実測値を浄水場の模式図の該当箇所に当てはめて示したものです。最初の取
水の段階では１リットル当たり12Bq程度だった放射性セシウム濃度が、最後の送水
ポンプで送り出される段階では定量下限値未満まで低下しています。水１リットルは
約１kgですので、厚生労働省が2011年３月に通知した水道水中の放射性物質に係る
指標の200Bq/kg（放射性セシウム）より十分低く、2012年３月に出された、水道
水中の新たな目標値10Bq/kg（下巻P55「2012年４月からの基準値」）よりも十分
低かったことが分かります。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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福島県を中心に、宮城県、茨城県等、放射性物質による汚染の懸念がある地域の河
川、湖沼等において、モニタリングが実施されました。
2024年度は、602地点でモニタリングが実施されており、水質等に含まれる放射
性セシウム、ストロンチウムの分析が行われました。
水質の放射性セシウム濃度の調査結果は以下のとおりです。

【水質の放射性セシウム濃度の調査結果】
河川（2,009試料）　全て検出下限値未満
湖沼・水源地（1,358試料）　福島県浜通りの10試料（２地点※）で検出された以外、

全て検出下限値未満
沿岸（534試料）　全て検出下限値未満
※検出された地点では、いずれも浮遊物質量（SS）や濁度が比較的高い状況

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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2024年度も前年に引き続き、河川、湖沼・水源地、沿岸域の底質の放射性セシウ
ム濃度の調査が行われました。
上記は、底質の放射性セシウム濃度の調査結果です。

本資料への収録日：2025年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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海水及び海底土の放射性セシウム（セシウム137）のモニタリングを、2011年10
月以降、文部科学省（原子力規制庁設置まで）、原子力規制庁、水産庁、海上保安庁、
環境省、福島県、東京電力（株）が連携して行っています。放射性セシウムの分析の
みならず、放出口付近（採取ポイント：T-1、T-2）の試料に関しては、放射性ヨウ素（海
水のみ）、放射性ストロンチウム、プルトニウム、トリチウム（海水のみ）について
も分析されています。
図は事故当初の海域モニタリング結果です。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 7章 環境モニタリング

47



放射性セシウムが付着した土壌は川を経由して沿岸まで運ばれます。
東京電力福島第一原子力発電所近傍の海水の放射能濃度は、事故直後は10万Bq/L
に上昇しましたが、希釈、拡散の効果により１か月半後にはその1,000分の１である
100Bq/Lに下がり、１年半後には10Bq/L、さらに現在では１Bq/L以下にまで下が
りました。
事故から半年後には、沿岸からの放射性セシウムを含んだ土壌が陸地から30kmの

沖合まで運ばれましたが、沖合の測定ポイントM-C3の濃度は0.05Bq/Lと沿岸濃度
の200分の１まで薄まっています。一般に、海底では放射性セシウムの一部が沈降し
放射能濃度が高くなると想定されますが、2012年には海底近くでも0.008Bq/Lまで
下がっており、表層や中層も下がっています。
陸地から180km離れた外洋の測定ポイントM-14では、事故から半年後でも表層の

濃度が30km沖合の濃度と同じ程度の0.1Bq/Lとなっています。事故から２年後には、
0.001Bq/Lとさらに２桁下がっています。
（関連ページ：上巻P191「海洋中の放射性セシウムの分布」）

本資料への収録日：2014年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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東京電力福島第一原子力発電所近傍の沿岸の海底土を乾燥させて測定した結果、当
初はセシウム134、セシウム137ともに1,000Bq/kg程度ありましたが、事故から２
年後には、セシウム137は500Bq/kgと半減し、セシウム134は200Bq/kgと５分の
１になりました。（測定ポイントT-1）
陸地から40km沖合（測定ポイントM-C1）の海底土の放射能濃度は、事故当時
100Bq/kgに上昇しましたが、１年後には10Bq/kgまで下がりました。
（関連ページ：上巻P191「海洋中の放射性セシウムの分布」）

本資料への収録日：2014年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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2011年６月及び2012年１月に行われた国の土壌調査では、東京電力福島第一原子力
発電所から100km圏内及びその圏外の福島県西部の土壌試料が採取されました。
本調査で確認されたプルトニウム238、239+240の沈着量は、１か所で検出された
プルトニウム238の沈着量の値を除き、いずれの箇所においても、事故前の1999 ～
2009年度までの全国で観測されたプルトニウム238、239+240の測定値の範囲（過去
の大気圏内核実験の影響による範囲）に入るレベルでした（上巻P188「核実験フォー
ルアウトの影響（日本）」）。
また、本調査で事故前に観測されたプルトニウム238の沈着量の最大値を超えた１か
所のプルトニウム238の沈着量は、事故前のプルトニウム238の沈着量の最大値の1.4倍
程度でした。なお、検出されたプルトニウムが原子力発電所事故由来のものかどうかを
判断するために、プルトニウム238とプルトニウム239+240の沈着量の比率を、1999
～ 2009年度までの11年間の全国で観測されたプルトニウム238とプルトニウム239＋
240の沈着量の比率と比較しています。その結果、東京電力福島第一原子力発電所の事
故由来の可能性が高いと考えられる箇所は、マップ上において○で記載してあります。
ストロンチウム90については検出されたものの、東京電力福島第一原子力発電所の事
故前の1999 ～ 2009年度の全国調査の観測値と比較したところ、いずれの調査箇所で
も過去の大気圏内核実験の影響による範囲内にありました。また、多くの調査箇所にお
けるストロンチウム90の沈着量は、セシウム137の沈着量の1,000分の１程度であるこ
とが確認されましたが、ごくまれにストロンチウム90の沈着量がセシウム137の沈着量
の10分の１程度まで変動している場合があることが確認されています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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「福島県における土壌の放射線モニタリング調査計画」に基づき、2011年８月10
日～ 10月13日に採取された県内の土壌について、プルトニウム238、239+240の
分析が行われました。
この調査において県内で検出されたプルトニウムの沈着量は、全て東京電力福島第

一原子力発電所事故発生前の10年間の県内の調査結果の範囲でした。しかし、東京
電力福島第一原子力発電所周辺の参考調査地点（７地点）のうち、１地点（大熊町夫沢；
参考４）については、事故発生前の調査結果の範囲から外れる値となっており、東京
電力福島第一原子力発電所の影響があると考えられます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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食品中の放射性物質の基準値と検査の結果、食品中の放射性物質濃度を低減
させる取組等について説明します。
東京電力福島第一原子力発電所事故以降、市場に流通する食品の安全性がど

のように確保されているのかについて、その枠組みや具体的な対応を知ること
ができます。また、実際にどのくらいの食品が基準値を超えているのか、事故
後から現在までの検査の結果を知ることができます。

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 8章 食品中の放射性物質



通常、食品の危害物質の摂取による健康影響は、科学的知見に基づいて、リスク評価機関の食
品安全委員会が、客観的、中立公正にリスク評価を行い、評価結果に基づいて、リスク管理機関
の厚生労働省や農林水産省等が、食品ごとの規制値等を立案して規制します。
東京電力福島第一原子力発電所事故直後は、緊急を要する事態であったため、2011年３月17日、
厚生労働省は主に原子力安全委員会の示した指標値に基づいて、食品中の放射性物質の暫定規制
値を設定しました。これを受けて食品安全委員会が、５回の会合を経て、３月29日に「放射性物
質に関する緊急とりまとめ」を厚生労働省に通知し、厚生労働省は当面は暫定規制値を維持する
という決定をしました。
食品安全委員会は2011年10月に評価結果を厚生労働省へ通知し、厚生労働省において暫定規制
値の見直しが行われ、2012年４月１日からは、より一層の安全・安心を確保し、長期的な状況に
対応するため、介入線量レベルを年間１ミリシーベルトに引き下げ、現行の基準値を設定しました。
食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部が決定したガイドラインに従って、
地方自治体が検査計画を策定して実施します。検査の結果、基準値を超過した食品は回収・廃棄
され、基準値を超過する食品に地域的な広がりが認められる場合には、原子力災害対策本部長（内
閣総理大臣）が地域や品目を指定して出荷制限の指示を行います。
また、著しく高い値が検出された品目は、その品目の検体数にかかわらず、速やかに摂取制限
が設定されます。
（関連ページ：上巻P177「食品中の放射性物質に関する指標」、下巻P55「2012年４月からの
基準値」）

出典
原子力災害対策本部「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（2025年３月31日）よ
り作成

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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2011年３月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に対応して、３月
17日に食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づく放射性物質の暫定規制値が設
定され、４月４日付けで「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」
が取りまとめられました。
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」は、これまでの検査
結果や低減対策等の知見の集積等を踏まえて改正されています（直近では2025年３
月31日）。
検査結果、出荷制限や摂取制限等に関する情報は、国や地方公共団体のホームペー

ジなどを通じて、積極的に公開されています。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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2012年３月までの「暫定規制値」に適合している食品においても、健康への影響
という面では安全は確保されていました。しかし、より一層食品の安全、安心を確保
する観点から見直しがなされ、2012年４月１日より現行の「基準値」が設定されま
した。
まず、放射性セシウムとストロンチウムの暫定規制値の設定では、食品中の放射性

物質から受ける放射線量が年間５ミリシーベルトを超えないということが根拠になっ
ていました。
現行の基準値については、食品中の放射性物質から受ける放射線量が年間１ミリ

シーベルトを超えないように設定しています（下巻P59「基準値設定の考え方◆基準
値の根拠」）。また、暫定規制値では５区分に分類されていた食品が現行の基準値では
４区分に再分類されました（詳しくは、下巻P56「食品区分について【参考】」を参照）。
（関連ページ：上巻P177「食品中の放射性物質に関する指標」、下巻P61「基準値
の計算の考え方（1/2）」、下巻P62「基準値の計算の考え方（2/2）」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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食品の放射性物質の基準値は、四つの区分ごとに定められています。
「飲料水」については、①全ての人が摂取し、代替がきかず、摂取量が大きい、②
世界保健機関（WHO）が飲料水中の放射性物質の指標値（10Bq/kg）を提示、③水
道水中の放射性物質は厳格な管理が可能（下巻P44「上水道の仕組み」）といったこ
とを踏まえ、基準値（10Bq/kg）が設定されています。
「牛乳」では、①子供の摂取量が特に多い、②食品安全委員会の「小児の期間につ
いては、感受性が成人より高い可能性がある」との指摘から50Bq/kgに設定されま
した。
「乳児用食品」の区分では、食品安全委員会の「小児の期間については、感受性が
成人より高い可能性がある」という指摘から牛乳と同じ設定値（50Bq/kg）になり
ました。
「一般食品」は、①個人の食習慣の違い（摂取する食品の偏り）の影響を最小限に
することが可能、②国民にとって、分かりやすい規制、③コーデックス委員会（消費
者の健康の保護、食品の公正な貿易の促進等を目的として設置された政府間組織で、
食品の国際基準の策定等を行っている）等の国際的な考え方と整合するといったこと
を踏まえ、基準値（100Bq/kg）が設定されています。
（関連ページ：上巻P177「食品中の放射性物質に関する指標」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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食品安全委員会は、現在の科学的知見に基づき、食品からの追加的な被ばくについ
て検討した結果、放射線による健康への影響が見いだされるのは、通常の一般生活に
おいて受ける放射線量を除いた生涯における追加の累積線量として、おおよそ100ミ
リシーベルト以上と判断しています。
そのうち、小児の期間については、線量の推定方法等に不明確な点はありますが、

甲状腺がんや白血病のリスクに関するチョルノービリ原子力発電所事故後の健康影響
に関する知見等から、感受性が成人よりも高く、放射線の影響を受けやすい可能性が
あるとしています（上巻P115「年齢による感受性の差」）。
またその一方で、100ミリシーベルト未満の健康影響については、たとえ影響があっ

たとしてもそれは非常に小さなものであることから、放射線以外の様々な発がん影響
と明確に区別できない可能性や、根拠となる疫学データの対象集団の規模が小さいこ
と等のために追加的な被ばくによる発がん等の健康影響を証明できないという限界が
あるため、言及することは難しいとしています。
なお、生涯における追加の累積線量として「おおよそ100ミリシーベルト」とは、

それ以下では健康影響が出ないという数値ではなく、また、健康への影響が必ず生じ
るという数値でもありません。食品についてリスク管理機関が適切な管理を行うため
に考慮すべき値とされています。
（関連ページ：上巻P100「低線量率被ばくによるがん死亡リスク」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2024年３月31日
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この図では、食品健康影響の評価の基礎になった疫学データが示されています。
インドの自然放射線量が高い地域で500ミリシーベルトを超えた人でも発がんリス

クの増加がみられなかったという報告があります（上巻P124「低線量率長期被ばく
の影響」）。
また、広島・長崎の被ばく者のデータでは、白血病による死亡のリスクに関して、

200ミリシーベルト以上ではリスクが上昇しているけれども、200ミリシーベルト未
満では被ばくした集団と被ばくしていない集団との間に統計学的に有意な差がみられ
なかったという報告もあります（上巻P119「白血病の発症リスク」）。
さらに、同じ被ばく者のデータを解析した別の報告では、ゼロから125ミリシーベ

ルトの集団では、被ばく線量が増すとがんによる死亡のリスクも大きくなるというこ
とが統計的に確かめられました。しかし、ゼロから100ミリシーベルトの集団では線
量とがんによる死亡リスクとの間では、統計的な有意差は確かめられませんでした。
こうしたデータを基に、食品健康影響の評価結果は示されました。

本資料への収録日：2013年３月31日
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食品中の放射性物質の基準値は、食品の国際規格を策定しているコーデックス委員
会が指標としている年間線量１ミリシーベルトを踏まえて設定されています。元をた
どると、国際放射線防護委員会（ICRP）が「年間１ミリシーベルトより厳しい措置
を講じても、有意な線量の低減は達成できない」という考え方を示しています。その
勧告に基づいて、コーデックス委員会は指標を定めています。
また、「合理的に達成可能な限り低く抑える」というALARAの原則（As Low As 
Reasonably Achievable）に基づいています（上巻P171「防護の最適化」）。実際
にモニタリング検査をしたところ、多くの食品からの検出濃度が相当程度低下傾向に
ありましたので、一般食品中の放射性セシウム濃度の基準値を引き下げて100Bq/kg
としても、日本人の食生活に不具合を来すことはないということも分かりました。
（関連ページ：下巻P61「基準値の計算の考え方（1/2）」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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この図では、放射性物質の中でも、放射性セシウムについて基準値が設定されてい
る理由が示されています。
東京電力福島第一原子力発電所事故によって放出されたと考えられる核種の中で、

半減期が１年以上の全ての核種が考慮されています。つまり、放射性セシウムだけで
はなく、ストロンチウム90、プルトニウム、ルテニウム106といった上記スライド
の放射性物質が考慮されています。この基準値は、長期的な状況に対応するものであ
ることから、比較的半減期が長く、長期的な影響を考慮する必要がある核種を対象と
しており、例えば、放射性ヨウ素には、基準値は設定されていません。放射性セシウ
ム以外の核種を実際に何ベクレル以下といった基準値を設けて、そのまま現場で測定
をしようとしても、検査に時間が掛かります。一方、放射性セシウムは容易に測定でき、
放射性セシウムの基準値が守られれば、放射性セシウムと放射性セシウム以外の核種
から受ける年間の被ばく線量が１ミリシーベルトを超えないように設定しています。
具体的には、放射性セシウム、ストロンチウム90、プルトニウムをはじめとした

上記スライドの放射性物質の影響がどれ位あるのかが土壌等を調査して割り出されま
した。例えば、19歳以上の人の場合は、東京電力福島第一原子力発電所から放出さ
れた放射性物質を含む食品を食べて、そこから受ける影響全体を100としたとき、放
射性セシウムからの影響が88くらいになります。一方でそれ以外の核種からの影響
が12くらいであると分かりました。こういったデータを基に、放射性セシウム以外
の影響についても計算に含めた上で基準値が設定されました。

本資料への収録日：2013年３月31日 
改訂日：2025年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 8章 食品中の放射性物質

60



この図では、基準値の計算の考え方が示されています。年間の放射線量の限度である
１ミリシーベルトと一般食品の放射性セシウム濃度の基準値である100Bq/kgとの関
係について示します。
まず、１ミリシーベルトから飲料水に割り当てられた約0.1ミリシーベルトを引いて、

一般食品に0.88 ～ 0.92ミリシーベルトを割り当て、次に、日本の食料自給の状況な
どを考慮し、流通する食品の50%（国産品の全て）が放射性物質を含むと仮定します。
この場合、13～ 18歳の男性の場合、年間の一人当たりの食品摂取量（約748kg）の
50％に相当する374kgが国産品に由来することになります。さらに、対象となる全て
の放射性核種の実効線量係数を考慮した値（0.0000181ミリシーベルト/Bq）を係数
とします。
そうすると、以下の計算式が成り立ちます。
0.88ミリシーベルト=（放射性物質の濃度：Bq/kg） x 374kg x 0.0000181（ミリシー

ベルト/Bq）
（放射性物質の濃度：Bq/kg）=120Bq/kgとなります。
この120Bq/kgを一般食品に含まれる放射性物質の濃度が超えなければ、１年間で

も0.88ミリシーベルト以内の放射線量に収まることとなります。
一般食品の放射性物質濃度は120Bq/kgを安全側に切り下げた100Bq/kgにするこ
とで、より安全性が確保されていることになります。
（関連ページ：下巻P55「2012年４月からの基準値」、下巻P62「基準値の計算の考
え方（2/2）」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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基準値に対する考え方として、年齢を考慮した区分ごとに線量の限度を割り出そう
という考え方があります。
一般食品に割り当てられる線量は飲料水の割当て分を引いた年間約0.9ミリシーベ
ルトです。
年齢区分別に、年間の摂取量と各年齢区分に相当する実効線量係数を基に求めら

れた値が放射性セシウム濃度の限度値（Bq/kg）として表に示されています。なお、
この限度値は、放射性セシウム以外の影響も考慮した上で計算されています（下巻
P60「影響を考慮する放射性核種」）。
その結果、年齢が13 ～ 18歳までの男性の限度値が最も厳しい「120Bq/kg」と
いう値になりました。
基準値の設定において、どの年齢層の人でも安全が確保されるため、120Bq/kgを

安全側に切り下げた「100Bq/kg」に設定されました。
また、牛乳・乳児用食品については、子供の安全性確保の面から、全てが基準値

上限の放射性物質を含んでいると仮定しても影響が出ないよう、一般食品の半分の
「50Bq/kg」が設定されました。
（関連ページ：下巻P55「2012年４月からの基準値」、下巻P61「基準値の計算の
考え方（1/2）」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2025年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 8章 食品中の放射性物質

62



表は、飲料等において適用される放射性物質に係る基準値や、粉末を水や湯に溶かして飲用するスープなど
の濃縮食品、乾燥食品において適用される放射性物質に係る基準値の一部を示したものです。各区分の詳細は
以下を参照ください。
•  緑茶：せん茶と、これに類するものとして玉露、ほうじ茶、玄米茶などチャノキを原料とし、茶葉を発酵
させていないもの。
•  抹茶・茶葉を粉砕した粉末茶：茶葉から浸出された茶ではなく、茶葉そのもので摂取すること、また、ア
イスクリーム等の食品の原料としても使用される場合も多いことから、粉末の状態で一般食品の基準が適
用される。
•  乾燥食品：原材料の状態と食べる状態（水戻しを行った状態）で一般食品の基準値を適用する乾燥食品の
範囲は、乾燥きのこ類、乾燥野菜、乾燥させた海藻類、乾燥させた魚介類。
•  乾燥きのこ類：日本標準食品分類に示された乾燥きのこ類のうち、しいたけ、きくらげ等
•  乾燥野菜：日本標準食品分類に示された乾燥野菜のうち、フレーク及びパウダーを除き、かんぴょう、割
り干しだいこん、切り干しだいこん、ぜんまい、わらび、いもがら等
•  乾燥させた海藻類：日本標準食品分類に示された加工海藻類のうち、こんぶ、干わかめ類、干ひじき、干
あらめ、寒天等
•  乾燥させた魚介類：日本標準食品分類に示された素干魚介類のうち、本干みがきにしん、棒たら、さめひれ等、
煮干魚介類のうち、干あわび、干なまこ等
•  乾燥しいたけ：粉砕後のサンプルに、日本食品標準成分表等の水戻しによる水分含量の公表データ（重量
変化率）を参考として、必要な水分をあらかじめ添加して検査を行うことを原則としています。この方法
では、だし汁に溶出する分も含めて検査をしていることと同義となります。
•  濃縮果汁：運送用等の目的でのみ流通し、消費者など不特定の方に販売されるまでには、工場等で必ず希
釈された状態に再加工されることが確実なものなどについては、濃縮された状態で飲食に供される可能性
はないため、原則として濃縮率に基づいて果汁の状態に希釈した状態に基準値が適用となる。

これらの基準は、厚生労働省「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて」にまとめら
れています。

本資料への収録日：2019年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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2011年度からマーケットバスケット方式により、平均的な食事に含まれる放射性
物質の量を調査しています。
2025年２月から３月に、全国15地域で、実際に流通する食品を購入して、放射性

セシウムの測定を行い、１年間に食品中の放射性セシウムから受ける放射線量を推定
しました。
食品中の放射性セシウムから、人が１年間に受ける放射線量は、0.0005 ～ 0.0016

ミリシーベルトと推定され、現行基準値の設定根拠である年間上限線量１ミリシーベ
ルト/年の0.1％程度であり、極めて小さいことが確かめられました。
マーケットバスケット調査：
種々の化学物質の１日摂取量を推定するための調査方法の一つです。

出典
•  消 費 者 庁 ウ ェ ブ サ イ ト（https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_
evaluation/food_pollution/criterion）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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2016年度には、東京電力福島第一原子力発電所事故から５年以上が経過し、放射
性物質の濃度が全体として低下傾向にあり、基準値を超える品目が限定的となってい
ることを踏まえ、栽培／飼養管理が可能な品目群を中心に、検査の合理化及び効率化
がなされました。
その後、検査結果が集積されたこと等を踏まえ、毎年、検査対象自治体、検査対象

品目、出荷制限の解除の考え方等の見直しを行い、2025年度現在では、図のような
検査対象となっています。
栽培／飼養管理が困難な品目群は、管理の困難性等を考慮し、検査を継続する必要

がある自治体を、検査対象品目ごとに定めています。
原木きのこ類は、生産資材への放射性物質の影響を考慮し、検査を継続する必要が

ある自治体を定めています。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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栽培／飼養管理が可能な品目群（原木きのこ類は除く。）は、直近３年間の検査結
果に基づき、基準値の２分の１を超える放射性セシウムが検出された品目が確認され
るなど検査を継続する必要がある自治体を検査対象品目ごとに定めています。
また、他の自治体においては、必要に応じて検査を実施することとしています。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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この表は、検査において基準値を超える放射性セシウムが確認された自治体（◎の
自治体）、及び基準値の２分の１を超える放射性セシウムが確認された自治体（●の
自治体）等における検査の検体数及び検査頻度を示しています。
原子力災害対策本部の「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方

（2025年３月31日）」では、次のように示されています。
•  2024年４月以降、当該食品分類で基準値の２分の１を超える品目が確認された
自治体で、当該品目から基準値の２分の１を超える放射性セシウムを検出した地
域においては市町村ごとに３検体以上、その他の地域においては市町村ごとに１
検体以上（生息等の実態を踏まえ、県内の市町村を越えて複数の区域に分割し、
区域単位で３検体以上とすることもできる。）、それぞれ実施する。（表中◎及び○）
出荷制限・摂取制限の品目・区域の解除については、原則として１市町村当たり３

箇所以上、直近１か月以内の検査結果が全て基準値以下であることや、原木しいたけ
等基準値以下にするために栽培管理等が特に必要な作物については、基準値を超える
汚染の原因となる要因が管理等により取り除かれていることなどの条件が示されてい
ます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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この図では、食品中の放射性物質に関する検査手順が示されています。
食品の検査には、①精密な検査と②効率的なスクリーニング検査の２種類の方法が

あります。
精密な検査としては、ゲルマニウム半導体検出器を用いた核種分析法があります。

食品を細かく切った後、重量を正確に測って、それを所定の容器に入れます。試料の
詰まった容器を測定器に納め測定します。測定器は厚い鉛で覆われた箱のような構造
をしています。最後に、測定結果を解析します。
効率的なスクリーニング検査にはNaI（Tl）シンチレーションスペクトロメータ等
が使われます。NaIシンチレーションスペクトロメータ等を用いた放射性セシウムス
クリーニング法は、精度はゲルマニウム半導体検出器よりも劣りますが、その分、検
査時間の短縮が可能です。価格もゲルマニウム半導体検出器に比べ安価です。非破壊
検査法を用いた放射性セシウムスクリーニング法では、試料の細切や混和を要しませ
ん。これらの放射性セシウムスクリーニング検査を行い、もし基準値を超える可能性
のある結果となった場合は、再度ゲルマニウム半導体検出器で検査をすることになり
ます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2022年３月31日
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降下した放射性物質による農産物の汚染経路は大きく三つに分けられます。
①  左端の図は、降下した放射性物質が直接付着する経路です。事故発生時にほ場
で生育していた葉物野菜等で高い濃度の放射性物質がみられましたが、これが
主な汚染経路であったと考えられます。

②  中央の図は、事故直後に果樹や茶の樹体に付着した放射性物質が樹体内に浸透
し、果実や茶の新芽に転流1する経路です。

③  右端の図は、農地土壌に降下した放射性物質が根から吸収される経路です。事
故後に作付けされた作物の汚染は、主にこの経路によるものと考えられます。

（関連ページ：上巻P183「植物への移行」）

1.  植物が吸収した栄養素や光合成で生成した代謝産物が、ある組織から他の組織へ運搬さ
れること

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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大気中に放出され農地土壌に降下した放射性物質は、耕うんしていない農地では表
層にとどまっています。
このため、放射性物質濃度の高い農地では、表層を薄く削り取り、土壌表層に蓄積

されている放射性物質を除去する除染方法がとられています。
汚染程度が比較的小さい農地では、表層土と下層土を反転させることで、作物の根

の届く範囲の放射性物質濃度を下げる反転耕が行われています。
これらの取組により、農地から放出される放射線量が低減されると共に、生産され

る作物への放射性物質の吸収抑制が図られます。
（関連ページ：上巻P184「土壌中の放射性セシウムの分布の状況」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2017年３月31日
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米等の作物では、土壌中のカリウム濃度が低い場合に、土壌中の放射性セシウムを
吸収する割合が大きくなることが分かっています。
カリウムとセシウムは化学的な性質が似ているため、土壌中にカリウムが十分にあ

るとセシウムは作物に吸収されにくくなります。これは、根表面に発現する一部のカ
リウムを通す通路（輸送体）がセシウムも通すためであり、近年では、この通路を持
たないイネ（セシウムを吸いにくいイネ）に関する研究報告もあります。
このため、土壌中のカリウム濃度の低い農地では、カリ肥料を十分に施用し、土壌

中のカリウム濃度を一定水準以上に高めることで、放射性セシウムの吸収を抑制する
対策が行われています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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果樹では、樹体に付着した放射性物質が果実に転流することを防ぐため、高圧水で
洗浄したり、粗皮（あらかわ）を削ったりすることにより、樹体の放射性物質を取り
除く取組が行われています。
ナシでは、粗皮（あらかわ）削りにより、主枝の放射線量が９割近く低減するとい

うデータも得られています。
（関連ページ：上巻P183「植物への移行」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2017年３月31日
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茶では、葉の表面等に付着した放射性物質が茶の新芽に移行することを防ぐため、
通常より深く剪定する「深刈り」や「中切り」により、汚染された部位を取り除くよ
うな低減対策が行われています。
（関連ページ：上巻P183「植物への移行」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2017年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 8章 食品中の放射性物質

73



肥料、土壌改良資材、培土等の生産資材については、汚染された資材が農地に散布
され、農地土壌の汚染が拡大することを防ぐため、放射性セシウム濃度で400Bq/kg
の暫定許容値が設定されています。
各自治体等では、肥料等に含まれる放射性セシウム濃度の検査を行い、暫定許容値

を超える資材が生産現場で使用されないよう、指導等を行っています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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米の生産や出荷にあたって、カリウム肥料の施肥による放射性セシウム吸収抑制対
策等を行ったうえで（下巻P71「農産物に係る放射性物質の移行低減対策(2/5)－カ
リ施肥による吸収抑制対策－」）、全袋検査を行う等の管理が行われています。福島県
では2012年度以降、避難指示区域等の作付制限や吸収抑制対策、全袋検査等による
出荷管理が行われていますが、2020年産米から旧避難指示区域等1を除き、全袋検査
からモニタリング（抽出）検査に移行し、検査点数が大幅に減少しました（下巻P77
「福島における米の全袋検査」）。
米の基準値超過は年々減少し、2015年度産以降は超過したものはありませ

ん（2025年３月末日現在）。なお、この基準値とは、2012年４月より設定された
100Bq/kgのことを指します（2011年度は暫定規制値が適用されていましたが、
2012年以降の結果と比較するために、現在の基準で集計しております）。

1.  旧避難指示区域等：田村市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双
葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村及び川俣町（旧山木屋村）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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帰還困難区域は区域内での立入や営農が制限されています（作付制限）。旧居住制
限区域等においては、除染後農地の保全管理や市町村の管理の下で試験栽培（農地保
全・試験栽培）が、避難指示解除準備区域等においては、県及び市町村が管理計画を
策定して、作付再開に向けた実証栽培を行うことができます（作付再開準備）。
避難指示区域外において、前年が避難指示解除準備区域であった地域及び前年産米

で基準値超過が検出された地域等では、県及び市町村が管理計画を策定して、放射性
セシウム吸収抑制対策を徹底した上で、地域の米の全量を管理し、全袋検査を行いま
す（全量生産出荷管理）。
前年が全量生産出荷管理の地域であって前年産米で基準値超過が検出されなかった

地域及び前年産米で50Bq/kgを超える放射性セシウムが検出された地域等は、県の
管理の下、農家単位で吸収抑制対策を徹底し、全戸検査を行います（全戸生産出荷管
理）が、福島県では全袋検査を行います。
なお、福島県では、2020年産米より段階的に全袋検査から抽出検査に移行してい

ます。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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福島県では、2012年産米から、ベルトコンベア式の検査器を用い、国から指示さ
れた地域のみならず県内全域での全袋検査を、県の取組として実施しています。
なお、2020年産米から旧避難指示区域等1を除き、全袋検査からモニタリング（抽

出）検査に移行しました。今後、旧避難指示区域等においても段階的にモニタリング
（抽出）検査に移行していくこととしており、2022年産米からは広野町及び川内村が、
2023年産米からは田村市が、2024年産米からは楢葉町、2025年産米からは南相馬
市が移行しています。
全袋検査に合格した米であることは、次のように確認できます。
玄米30kgの紙袋で出荷される場合は、合格した米に「検査済ラベル」が貼られて

います。玄米袋用の検査ラベルには、「識別番号」が記載されており、ふくしまの恵
み安全対策協議会のホームページ上で、検査結果を確認することができます。 
精米で出荷される場合、その精米が全袋検査で合格した玄米から精製されているこ

とを証明する「精米ラベル」が貼られています。ただし、精米ラベルの運用は任意で
あるため、全袋検査を受けた米でも、精米ラベルが貼られていない場合があります。
（一部引用：福島県「全量全袋検査に関するよくある質問」https://www.pref.
fukushima.lg.jp/sec/36035b/suiden-zenryozenhukurokensa-faq.html）

1.  旧避難指示区域等：田村市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双
葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村及び川俣町（旧山木屋村）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 8章 食品中の放射性物質

77



野菜類、果実類、豆類の生産や出荷にあたっては、カリウム肥料の施肥による放射
性セシウム吸収抑制対策等を行っています（下巻P71「農産物に係る放射性物質の移
行低減対策(2/5)－カリ施肥による吸収抑制対策－」）。
野菜類、豆類は2015年度産以降、2025年６月現在まで、基準値超過はみられませ

ん。
また、2013年度産以降は果実類に関しても、2017年度産の基準値超過１件を除
き、2025年６月現在まで基準値超過は報告されていません。なお、この基準値とは、
2012年４月より設定された100Bq/kgのことを指します（2011年度は暫定規制値
が適用されていましたが、2012年以降の結果と比較するために、現在の基準で集計
しております）。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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畜産物については、放射性物質への対応として、①安全な飼料の給与等、家畜の適
切な飼養管理の徹底、②出荷前の放射性物質検査の実施、③検査結果に応じた出荷制
限の措置等を行うことで、安全性の確保が図られています。

本資料への収録日：2013年３月31日
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生産された畜産物が基準値を超えることがないよう、給与される飼料について、放
射性セシウムを指標として暫定許容値が設けられています。
また、養殖魚用の飼料についても、家畜等用の飼料と同様、暫定許容値が設けられ

ています。

本資料への収録日：2015年12月１日
改訂日：2026年３月31日
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畜産物の生産に当たっては、暫定許容値以下の飼料を給与する等の飼養管理が徹底
されています。
また、牧草地においては、反転耕等の除染対策（下巻P70「農産物に係る放射性物

質の移行低減対策(1/5)－農地の除染－」）により、暫定許容値以下の飼料が生産で
きるような取組が推進されています。

本資料への収録日：2015年12月１日
改訂日：2017年３月31日
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福島県では、乳についても定期的に検査が実施されています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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家畜は、飼料中の放射性物質が少なくなるよう管理しています。
■飼料中の放射性セシウム濃度暫定許容値
牛、馬用飼料　100Bq/kg
豚用飼料　80Bq/kg
鶏用飼料　160Bq/kg
養殖魚用飼料　40Bq/kg

原乳は2011年４月以降は全て基準値となる50Bq/kg以下となっています。また、
牛肉、豚肉については、2013年度以降に基準値となる100Bq/kgを超過したものは
流通しておりません。鶏肉及び鶏卵については、基準値を超過したものは今まであり
ません。なお、これらの基準値は、2012年４月より設定された値です（2011年度は
暫定規制値が適用されていましたが、2012年以降の結果と比較するために、現在の
基準で集計しております）。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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栽培管理のできない野生の山菜やきのこ以外では、原木栽培しいたけ等で放射性物
質濃度のバラツキがみられます。
このため、生産された原木きのこが食品の基準値を超えないようにするための「放

射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン」に沿った栽培管理
の実施、安全なきのこ等の生産に必要なほだ木の洗浄機械の整備等の汚染低減対策の
取組への支援等を行っています。
また、野生の山菜やきのこについては、基準値を超えるものが流通しないよう、各

自治体において、生産者、直売所等に対し出荷制限区域や検査結果等の情報提供を行っ
ています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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きのこ原木や菌床については、家畜の飼料と同様、全国に流通する可能性がある
ことから、安全なきのこを生産するため、原木・ほだ木では50Bq/kg、菌床では
200Bq/kgという放射性セシウム濃度の指標値を設け、指標値を超えないよう管理が
行われています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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栽培管理が可能なきのこ類は、安全な原木の確保や、簡易ハウス等を導入するな
ど、基準に適合した生産資材を使うことで放射性物質の汚染が低減し、近年では基準
値を超過したものはみられません。なお、この基準値とは、2012年４月より設定さ
れた100Bq/kgのことを指します（2011年度は暫定規制値が適用されていましたが、
2012年以降の結果と比較するために、現在の基準で集計しております）。

栽培管理が困難な野生のきのこ類や山菜類は、直近でも基準値を超過している事例
もあるため、引き続き、出荷管理が徹底されています。

イノシシやシカ等の野生鳥獣の肉は、基準値超過の減少傾向はみられるものの、直
近でも基準値を超過している事例があります。家畜のような飼養管理は難しく、移動
性があることから、原則県域ごとに出荷制限を指示されていますが、自治体の定める
出荷・検査の方針に基づく管理を行うものに限り、出荷が認められています。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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水産物の調査では、｢検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方
（ガイドライン）｣ に基づき、主要な魚種や漁場、及び過去に放射性セシウム濃度が
50Bq/kgを超えたことのある魚種を対象に調査を行っています。
現在、表のように生息域や漁期について区別し、近隣県の検査結果も考慮して検査

を行っています。また、広範囲に移動するカツオ、サンマ等の回遊性の魚種について
は、移動の状況を踏まえ、広範囲の県で調査を行っています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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前年度に放射性セシウム濃度が50Bq/kgを超えたことのある魚介類や関係都道府
県における主要な水産物を中心として、原則週１回程度のモニタリング調査を行って
います。魚介類の基準値超過数は、少しずつ減少しています。
福島県の海産魚介類において基準値を超える検体は、原発事故直後は検体の約３割

確認されました。その後、基準値を超えるものは減少し、2015年４月以降では、４
検体確認されたのみとなっています。福島県以外では2014年９月以降、基準値を超
過したものはありません。
福島県内外の淡水種は、2025年度において基準値超過したものが１検体ありまし

たが、2023年度及び2024年度における基準値超過はなく、年々、減少しています。
なお、この基準値とは、2012年４月より設定された100Bq/kgのことを指します

（2011年度は暫定規制値が適用されていましたが、2012年以降の結果と比較するた
めに、現在の基準で集計しております）。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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2011年10月から東日本太平洋側で漁獲された生鮮水産物を中心に、どこで獲られ
たものか消費者の方が分かりやすいように、原産地表示を推奨する取組を進めていま
す。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い諸外国・地域において講じられた輸入規
制に対しては、会談や国際会議等様々な外交機会を活用した総理・大臣からの働きか
けや農林水産省、外務省、環境省等関係省庁による多言語の積極的な情報発信等政府
一体となった働きかけが行われてきています。具体的には、栽培・飼養管理された農
畜産物等日本で流通する主要産品は基準値を下回っていること（下巻P75「米（全袋
検査を含む）の検査結果の推移」、下巻P78「野菜類・果実類・豆類の検査結果の推移」、
下巻P83「畜産物の検査結果の推移」、下巻P88「水産物の検査結果の推移」）、さら
に野生キノコなどで基準値を超えるものは回収され市場に流通しないこと（下巻P86
「きのこ類、山菜、野生鳥獣肉の検査結果の推移」）など、日本産食品の安全性は確保
されていることを説明しています。それらの結果、多くの国・地域で輸入規制が緩和・
撤廃されてきており、2025年11月には台湾が規制撤廃を発表し、規制を設けている
国・地域の数は事故後の55から５まで減少しました。
ALPS処理水の海洋放出に伴い、2023年８月から、中国は日本産水産物の全面的
な一時輸入停止措置を取っていましたが、2025年６月に10都県を除く日本の水産物
の輸入について条件付きでの再開を発表しました。その後、2025年11月に第一便が
発送されたことを受け、日本政府は中国側と技術的なやり取りを継続しています。一
方、香港及びマカオが10都県の水産物等の輸入を停止しているほか、ロシアは全都
道府県の水産物の輸入を停止しています。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質による環境
汚染への対策や避難指示区域の変遷など、事故からの環境再生に向けた取組に
ついて説明します。
放射性物質によって汚染された地域をどのように再生するのか、廃棄物はど

のように処理されるのかを知ることができます。また、避難指示区域を中心と
した地域において、現在どのような取組が行われているのかを知ることができ
ます。

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 9章 事故からの環境再生に向けた取組



東京電力福島第一原子力発電所事故により、大気中に放出された放射性物質が、雨
等により地上に降下し、広範囲の地域にわたって建造物、土壌、さらには草木等に付
着しました。そこで、除染によりそれらを取り除く等して、追加被ばく線量の低減を
図ってきました。
その方法には、放射性物質を、「取り除く」、「遮（さえぎ）る」、「遠ざける」の三
つの方法があります。これらの方法を組み合わせることで効率的に追加被ばく線量を
低減することができます。
一つ目の方法は、放射性物質が付着した表土の削り取り、枝葉や落ち葉の除去、建

物表面の洗浄といったもので、放射性物質を生活圏から取り除くという方法です。
二つ目の方法は、放射性物質を土等で覆うことです。それにより放射線を遮ること

ができ、結果として空間線量や被ばく線量を下げることができます。
三つ目の方法は、放射線の強さが放射性物質から離れるほど弱くなる（距離の２乗

に反比例する）ことを利用します（上巻P50「外部被ばく線量の特徴」）。
放射性物質を人から遠ざければ、人の被ばく線量を下げることができるので、放射

性物質がある場所を立入禁止にすることが考えられます。
このような方法を組み合わせて、追加被ばく線量の低減のための取組が進められて

います。
（関連ページ：上巻P179「外部被ばくの低減三原則」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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この図は事故由来の放射性物質から放出される放射線量の減衰を、2011年11月～
2016年10月に実施した除染前のモニタリング結果及び2011年12月～ 2017年６月
に実施した除染後のモニタリング結果の約34万点のデータから推計したものです。
2011年８月を基準として、自然減衰及びウェザリング（風雨等の自然要因）の影

響のみを考慮して推計した空間線量率をグラフの青線で示しております。また、除染
の効果も含めて推計した空間線量率をグラフの赤線で示しております。2018年３月
で両方の空間線量率を比較すると、除染によって平均的な空間線量率が約59%低減
していることが分かります。これは、除染の実施により、線量率の低減を約18年早
めたことになります。
このように、除染を進めることによって、放射性物質の自然減衰等と相まって、放

射線量をより早期に低減することができました。
（関連ページ：上巻P11「半減期と放射能の減衰」）

本資料への収録日：2014年３月31日
改訂日：2024年３月31日
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この図は、除染の具体的な方法を説明しています。
放射線量が比較的低い地域でも、軒下、雨樋、道路の側溝等には、放射性物質を含
んだ堆積物（落ち葉や土砂）がたまり、その周辺の空間線量が高くなることがあります。
このような所では、落ち葉や土砂の除去、洗浄（洗い流す）等を行います。
植え込み、下草、落ち葉に、放射性物質が付着していることもあります。このよう
な所では、草木の刈取り、枝打ち、落ち葉の清掃等を行い、除去します。
放射線量が比較的高い地域では、低い地域での除染の方法に加えて、別の除染作業
が必要になることがあります。例えば、放射性物質はほとんどが地表から数cmに存在
しているので、表土を薄く（例えば、５cm）削り取り、取り除くことや、下層の土と
入れ替えること（天地返し）で、ほとんどの放射性物質の影響を抑えることができます。
建物や道路では、屋根、壁、舗装面等にも放射性物質が付着していることがあり、
この場合、洗浄が行われます。ただし、表面の素材の性質によっては、材料に放射性
物質が強く吸着されていることがあり、除染の効果は限定的となる可能性があります。
農地では、人への被ばくの影響だけでなく、農作物への影響も考えて、適切な方法
を選択することが必要になります。例えば、事故以降に耕された農地では、放射性物
質は表土より少し深い所にありますが、このような土を全て除去してしまうと、農業
に適さなくなるので、深耕（耕深30cmを基本として深く耕すこと）や反転耕（表層の
土を下層に、下層の土を表層に反転させること）（下巻P70「農産物に係る放射性物質
の移行低減対策(1/5)－農地の除染－」）等様々な方法を実施します。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2018年２月28日
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東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、2011年８月に国会で立法措置がなされ、「平成
二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され
た放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（放射性物質汚染対処特措法）が
成立しました。
放射性物質汚染対処特措法に基づく除染を実施する地域には、除染特別地域と汚染状況重点調

査地域があります。
除染特別地域は、国が直接除染を行う地域であり、警戒区域又は計画的避難区域であった福島

県内の11市町村が指定されました。
汚染状況重点調査地域は、市町村が中心となって除染を行う地域であり、８県で合計104市町

村が指定されました。国は、これらの地域の除染にあたって財政的措置や技術的措置を講じてき
ました。
除染特別地域については2017年３月末までに面的除染が完了しました。その後、2018年３月

末までに、汚染状況重点調査地域も含め、帰還困難区域を除き、８県100市町村の全てで面的除
染が完了しました。
面的除染後も除染効果が維持されていない箇所が確認された場合には、個々の現場の状況に応

じて原因を可能な限り把握し、追加被ばく線量に加えて、汚染の広がりや除染の効果、実施可能
性等を総合的に勘案し、必要と判断されればフォローアップ除染を行うこととしております。
除染特別地域においては、2020年３月４日までに、全ての居住制限区域及び避難指示解除準
備区域の避難指示が解除され、田村市では除染特別地域の指定が2022年３月に解除されました。
汚染状況重点調査地域では、2025年12月末までに、地域の放射線量が毎時0.23マイクロシーベ
ルト未満となったことが確認された40市町村において、汚染状況重点調査地域の地域指定が解
除されました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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除染で取り除いた土壌等（除去土壌等）は、一時的な保管場所（仮置場又は現場保
管場所）で保管・管理します。
具体的には、除去土壌等は水を通さない層（遮水シート等）の上で容器（フレキシ

ブルコンテナ等）に入れて、汚染されていない土壌を詰めた土のう等を設置する等の
方法で、仮置場の敷地境界での空間線量率が、周辺と同水準になる程度まで遮へいを
行います。
また、遮水シート等で覆うことにより、除去土壌等自体の飛散・流出を防ぐととも

に、雨水等の流入と地下水等の汚染を防止します。さらに、定期的な放射線量の測定、
地下水の放射性物質の濃度測定等に加え、公衆から遠ざける（距離を確保する）とい
う観点で立入禁止措置等を実施します。なお、仮置場における作業時には作業者の被
ばくを抑えるという観点から作業時間の短縮等についても考慮します（上巻P179「外
部被ばくの低減三原則」）。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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福島県外の除去土壌は、市町村等（除染実施者）において、国が定めた保管方法等
に基づき安全に保管されています。
これらの除去土壌の処分に向けて、環境省では、有識者による「除去土壌の処分に

関する検討チーム」を2016年12月に設置し、処分方法の策定に向けて専門的見地か
ら議論を進めてきました。また、除去土壌の埋立処分に伴う作業員や周辺環境への影
響等を確認することを目的として、茨城県東海村、栃木県那須町及び宮城県丸森町の
３箇所で埋立処分の実証事業を実施しました。敷地境界の空間線量率等を測定し、除
去土壌の埋立前後で大きな変化がなく、周辺環境が安全であることを確認しました。
また、浸透水中の放射能濃度を測定したところ、全ての検体で検出下限値未満であり、
地下水の汚染を生じさせるおそれがないことなどを確認しました。
このような検討チームにおける議論や実証事業の結果を踏まえ、2025年３月に放

射性物質汚染対処特措法施行規則１の一部を改正して除去土壌の埋立処分の基準を策
定するとともに、福島県外において発生した除去土壌の埋立処分に係るガイドライン
を公表しました。
また、本基準における安全対策等のこれまでの取組は、国際的な機関（IAEA）か
ら安全基準に合致しているという見解が示されています。

１. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故
により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則

本資料への収録日：2019年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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2025年３月に放射性物質汚染対処特措法施行規則１の一部を改正して、除去土壌
の埋立処分の基準を策定するとともに、福島県外において発生した除去土壌の埋立処
分に係るガイドラインを公表しました。
除去土壌の埋立処分の基準又は留意事項の概要は以下の通りです。
埋立作業中は除去土壌の飛散・流出を防止するため、粉じんの発生抑制のための散

水やシート等で埋立場所の開口部を養生する等の措置を講じます。また、悪臭、騒音
又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないような措置を講じるとともに、周
囲への放射線影響がないことを確認するため、埋立場所の敷地の境界において空間線
量率を定期的に測定します。
埋立作業を終了する場合には、厚さがおおむね30cm以上の土壌等によって開口部
を閉鎖（覆土）するとともに、埋立場所の周囲に囲いを設け、除去土壌の埋立場所で
あることがわかる表示を行います。
埋立作業の終了後も、定期的に埋立場所の覆土が維持されていることを目視にて点

検するとともに、空間線量率のモニタリングを行います。また、異常気象等が発生し
た場合には、随時目視点検及びモニタリングを実施するなど、安全に維持管理されて
いることを確認します。

１. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故
により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則

本資料への収録日：2026年３月31日
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福島県の森林・林業の再生には除染等だけでなく、林業再生に向けた取組や住民の安
全・安心の確保のための取組なども含めた総合的な取組が必要です。 復興庁・農林水
産省・環境省が2016年３月に取りまとめた「福島の森林・林業の再生に向けた総合的
な取組」に基づき、福島の県民生活における安全・安心の確保、森林・林業の再生に向
けて、県民の理解を得ながら、関係省庁が連携して、総合的に取組を進めています。また、
同取組に基づき、除染を含めた里山再生のための取組を総合的に推進するモデル事業
を、復興庁・農林水産省・環境省で14市町村（川俣町、広野町、川内村、葛尾村、相
馬市、二本松市、伊達市、富岡町、浪江町、飯舘村、田村市、南相馬市、楢葉町、大熊町）
のモデル地区において実施し、2020年11月に成果等の最終とりまとめを公表しました。
2020年度からは７市町村（郡山市、会津美里町、楢葉町、飯舘村、富岡町、浪江町、
大熊町）の計13地区を対象に、関係省庁が「里山再生事業」として取組を実施しています。
森林の除染に関しては、環境省に設置されている環境回復検討会において得られた

知見によると、住居、農用地等に隣接する森林の林縁から20m以上の地点については、
堆積有機物の除去を実施しても林縁の空間線量率の低減にはほとんど効果がないこと
が分かっています。また、広範囲にわたる森林の堆積有機物の除去は、放射性セシウム
を含む土砂等の流出や地力低下による樹木への悪影響を促進させること等も懸念され
ます。このため森林の除染については、人の健康の保護の観点から必要である地域につ
いて優先的に除染を行うという基本的な方針の下、原則として住居、農用地等に隣接す
る森林の林縁から約20mの範囲について除染を行うこととしています。

本資料への収録日：2017年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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中間貯蔵施設とは、
①  福島県内の除染により発生した除去土壌や廃棄物（落ち葉・枝等）
②  10万Bq/kgを超える放射能濃度の焼却灰等
について、中間貯蔵開始後30年以内（2045年３月まで）の県外最終処分までの間、

安全かつ集中的に管理・保管するための施設であり、受入・分別施設、土壌貯蔵施設、
廃棄物貯蔵施設等から構成されています。
2014年９月に福島県から、2015年１月に大熊町及び双葉町から施設の建設受入を

容認していただきました。その面積は約1,600haとなっており、これは渋谷区とほぼ
同じ面積になります。なお、2025年12月末までに、約1,315ha（全体の約82.2%）
の用地を取得しています。用地取得については、地権者との信頼関係はもとより、中
間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、引き続き地権者への丁
寧な説明を尽くしながら取り組んでいきます。

本資料への収録日：2016年１月18日
改訂日：2026年３月31日
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受入・分別施設では、福島県内各地にある仮置場等から中間貯蔵施設に搬入される除去
土壌等を受け入れ、搬入車両からの荷下ろし、容器の破袋、可燃物・不燃物等の分別作業
を行います。土壌貯蔵施設では、受入・分別施設で分別された除去土壌を放射能濃度に応
じて安全に貯蔵します。また、廃棄物関連施設として、仮設焼却施設、仮設灰処理施設、
廃棄物貯蔵施設を整備しています。仮設焼却施設では、除染廃棄物、災害廃棄物、草木な
どの可燃物を焼却し、減容化します。発生した焼却灰等は、さらに減容化をするため、仮
設灰処理施設で溶融処理します。仮設灰処理施設で発生した灰は、鋼製の角形容器に封入
して、鉄筋コンクリート造等の廃棄物貯蔵施設に貯蔵します。
これらの施設については、まず2016年11月から受入・分別施設と土壌貯蔵施設の整備

に着手しました。2017年６月には除去土壌の分別処理を開始し、2017年10月には整備を
完了した土壌貯蔵施設で、分別した土壌の貯蔵を開始しました。また、2020年３月には中
間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程で施設の運転を開始しました。
その後、機械設備の老朽化のため、稼働させてきた受入・分別施設は一旦、解体撤去を実
施しました。現在では、主に特定帰還居住区域等から搬入した除去土壌等を貯蔵するために、
新たな受入・分別施設の新設工事等を実施しています。
なお、これらの施設においては、放射性物質の飛散・流出防止の安全対策を実施してい

ます。受入・分別施設では、屋根・壁・二重扉と負圧管理により外部への飛散を防止します。
また床を液体が浸透しにくい構造にして、汚水等が地下水に浸透することを防ぎます。土
壌貯蔵施設では、散水、覆土による飛散防止、遮水工による地下水への浸透防止を行って
います。施設で発生する浸出水等については、浸出水処理施設において適切に処理をして、
水質管理を行ったのち、排水しています。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送については、2025年３月18日に公表した「令
和７年度の中間貯蔵施設事業の方針」に沿って、特定帰還居住区域等において発生し
た除去土壌等の搬入を進めます。また、仮置場を介さない搬入を実施しています。なお、
2025年12月末時点で、約1,422万m3の除去土壌等を中間貯蔵施設に搬入しました。
輸送は安全第一で行っており、主な交通安全対策は以下のとおりです。
1.  新任者研修、現任者研修：輸送車両の運転手等を対象に、中間貯蔵施設への除
去土壌等の輸送に係る研修を実施。また、既に輸送に従事している現任者につ
いても、毎年度必ず再研修を受講。

2.  輸送ルートの事前走行：全運転手が輸送ルートを事前に実走し、危険箇所や配
慮事項等を相互に確認。

3.  走行状況の現場確認：速度超過について注意すべき箇所や交通量の多い箇所等
において、輸送車両等の走行状況（帰投時を含む）の確認を実施。

4.  優良ドライバー表彰：運転手の安全意識とモチベーションの維持・向上のため、
安全な輸送を100日以上行った者に、受注者を通じて優良ドライバー認定証（ヘ
ルメット及び車両ダッシュボードに掲示）を交付。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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中間貯蔵施設は、福島県内のご地元の皆様に大変重いご決断をいただいた上で、設
置しています。福島県内で発生した除去土壌等については、中間貯蔵開始後30年以
内（2045年３月まで）に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ず
ることと法律１で規定されています。
県外最終処分に向けては、減容や復興再生利用により、最終処分量を低減すること

が鍵になります。
環境省では、2016年に取りまとめた「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術
開発戦略」及び「工程表」に沿って、除去土壌を資材として利用する実証事業や減容
技術の開発等の取組を行いました。
こうした取組の成果等を踏まえ、2025年３月に、復興再生利用の基準・ガイドラ

インを策定するとともに、最終処分場の構造・必要面積等に係る複数選択肢を含む、
2025年度以降の進め方２を公表しました。本進め方に基づき、環境省では、「復興再
生利用の推進」「最終処分の方向性の検討」「全国民的な理解の醸成等」を３本柱とし
て、県外最終処分に向けた取組を着実に進めています。

１. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
２. 県外最終処分に向けたこれまでの取組の成果と2025年度以降の進め方（中間貯蔵除去
土壌等の減容・再生利用技術開発戦略の取りまとめ）

本資料への収録日：2019年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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復興再生利用とは、東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害からの復興に
資することを目的として、実施や管理の責任体制が明確であり、継続的かつ安定的に
行われる公共事業等において、適切な管理の下、盛土等の用途のために再生資材化し
た除去土壌を利用（維持管理することを含む）することです。
環境省では、これまで飯舘村長泥地区や中間貯蔵施設等において、除去土壌を資材

として利用する実証事業を実施し、放射線に関するモニタリング等により、復興再生
利用が安全に実施できることを確認しました。こうした取組の成果や、国内外の有識
者からの意見等を踏まえ、2025年３月に放射性物質汚染対処特措法施行規則１の一
部を改正して、復興再生利用の基準を策定するとともに、復興再生利用に係るガイド
ラインを公表しました。
本基準において、再生資材化した除去土壌の放射性セシウム濃度は、8,000Bq/kg

以下と定められています。この基準は、復興再生利用に当たって最も影響を受けると
評価される、覆土等の覆いが無い状態で工事に従事する作業員であっても、追加被ば
く線量が年間１mSv以下となるよう設定しており、覆土等の覆いをすることで、周
辺住民・利用者の人体への影響は、無視できるレベルとなります。

１. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故
により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則

本資料への収録日：2026年３月31日
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福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けて、除去土壌の復興再生利用等に
よる最終処分量の低減方策、風評影響対策等の施策について、政府一体となって推進
するため、閣僚会議１を2024年12月に設置しました。
本会議の下、2025年５月に基本方針２を決定し、また、2025年８月にロードマッ

プ３を決定しました。
基本方針では、復興再生利用の推進、復興再生利用等の実施に向けた理解醸成・リ

スクコミュニケーション、県外最終処分に向けた取組の推進の３本柱について、政府
一丸となって取り組むための方針が示されています。
ロードマップでは、基本方針を着実に実行するため、政府一丸となって当面５年程

度で主として取り組む事項が取りまとめられています。
また、県外最終処分に向けた取組を段階的かつ確実に実施できるよう、本閣僚会議

を年に１回程度開催し、進捗状況を継続的に確認することとしています。

１. 福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等推進会議
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisei_riyou/index.html
２. 福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等の推進に関する基本方
針
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisei_riyou/pdf/kihon_houshin.pdf
３. 福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた復興再生利用等の推進に関する
ロードマップ
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisei_riyou/pdf/kihon_houshin_roadmap.pdf

本資料への収録日：2026年３月31日
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2025年５月に決定した福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利
用等の推進に関する基本方針において、復興再生利用に対する国民の幅広い理解醸成
を図るという観点から、政府が率先して先行事例の創出等に取り組むこととされてい
ます。
復興再生利用の基準を策定してから最初の案件として、総理大臣官邸前庭での復興

再生利用を2025年７月に施工しました。施工前後の空間線量率については、施工前
は0.07 ～ 0.10μSv/時、施工後は0.11μSv/時（2026年１月９日測定）であり、こ
れは人体への影響を無視できるレベルの線量です。
また、2025年９月より霞が関の中央官庁の花壇等において復興再生利用を行い、
同年10月までに全９か所の施工を完了しました。施工前後の空間線量率について、
例えば中央合同庁舎５号館では、施工前は0.06μSv/時、施工後は0.09μSv/時（2026
年１月９日測定）であり、いずれの箇所においても、総理大臣官邸と同様、人体への
影響を無視できるレベルの線量となっています。
これらの復興再生利用事例については、ふくしま復興フェア、こども霞が関デー等

のイベントの機会を捉え、理解醸成に活用してまいります。
各施工場所における空間線量率のモニタリング結果は、下記HPに掲載しています。
https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/recycling/fukkosaiseiriyo/

monitoring/

本資料への収録日：2026年３月31日
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現在、福島県の10市町村にまたがる地域が汚染廃棄物対策地域（環境大臣が、国
がその地域内にある廃棄物の収集・運搬・保管及び処分を実施する必要があると指定
する地域。除染特別地域と同じ。）として指定されており、この地域内から排出され
る廃棄物については、対策地域内廃棄物として環境省が処理を進めています。
また、事故由来放射性物質による汚染状態が8,000Bq/kgを超え、環境大臣が指定

した廃棄物は、指定廃棄物として、国の責任のもと、適切な方法で処理することとなっ
ています。
これら、対策地域内廃棄物と指定廃棄物を合わせて特定廃棄物と言います。

本資料への収録日：2023年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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対策地域内廃棄物等の処理については、約60万トンが焼却処理済、約32万トンが
埋立処分済です （2025年11月末時点）。また、福島県内の指定廃棄物約50万トンを、
特定廃棄物埋立処分施設等で処分、中間貯蔵施設で保管または仮設焼却施設で処理等
しています（2025年９月末時点）。
また、このうち可燃物については、可能な限り減容化することとしており、これ

まで９市町村に12の仮設焼却施設を設置しました。このうち９施設は運営終了し、
2025年12月末時点では、残りの３施設において減容化処理を実施しています。
10万Bq/kg以下の特定廃棄物について、既存の管理型処分場（クリーンセンター

ふたば、又は特定廃棄物埋立処分施設） を活用した埋立処分事業を実施しています。
これまでに、クリーンセンターふたばについては32,729袋、特定廃棄物埋立処分施
設については296,890袋を埋め立てました（2025年12月末時点）。特定廃棄物埋立
処分施設については、2023年10月31日に特定廃棄物の埋立てが終了しました。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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指定廃棄物の種類としては、放射性物質に汚染された廃棄物の焼却によって発生す
る焼却灰、下水の処理に伴って発生する汚泥、水道水を供給する浄水場で発生する浄
水発生土（下巻P44「上水道の仕組み」）、稲わらや牧草等の農林業系廃棄物等があり
ます。
指定廃棄物は、国の処理体制が整うまでの間、廃棄物焼却施設、浄水施設、下水処

理施設、農地等の発生した場所等で一時保管されています。
これらは、放射性物質汚染対処特措法やガイドラインに従って、飛散・流出しない

ような措置が取られているとともに、雨水等が入らないように遮水シート等で覆うな
どして保管されているほか、定期的に環境省職員が保管状況の確認を行っており、安
全・適正に保管が行われています。

本資料への収録日：2016年１月18日
改訂日：2025年３月31日
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福島県内の指定廃棄物の処理については、放射能濃度が8,000Bq/kgを超え10万
Bq/kg以下のものは既存の管理型処分場、10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設
に搬入することとしています。
双葉町仮設灰処理施設で発生したばいじんは、鋼製角形容器に封入し、大熊町、双

葉町の廃棄物貯蔵施設で33,791個を貯蔵しています。（2025年11月末時点）

本資料への収録日：2016年１月18日
改訂日：2026年３月31日
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福島県内で発生した10万Bq/kg以下の指定廃棄物等については、既存の管理型処
分場（特定廃棄物埋立処分施設、クリーンセンターふたば）を活用して、埋立処分を
実施しています。
特定廃棄物埋立処分施設において、本事業を実施するに当たっては、2013年12月

に福島県に対して、中間貯蔵施設と併せて受入要請を行ったのち、地元の富岡町及び
楢葉町や議会、住民への説明を行ってきました。
その後、2015年12月に福島県及び富岡町・楢葉町から、事業の実施を容認いた

だき、2016年４月には既存の管理型処分場を国有化するとともに、同年６月には、
国と県及び２町の間で安全協定を締結しました。これ以降、必要な準備工事等を進
め、2017年11月から2023年10月にかけて特定廃棄物の搬入を行いました。さらに、
2018年８月に運営を開始した特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」を通じた
積極的な情報発信に努めています。
また、特定復興再生拠点区域の整備に伴う廃棄物等の処分については、2019年８
月５日に、双葉地方広域市町村圏組合、福島県及び環境省の間で、同組合が所有する
管理型処分場（クリーンセンターふたば）を活用することに関する基本協定を締結し、
2023年６月に特定廃棄物の搬入を開始しました。
放射性物質に汚染された廃棄物の着実な処理のため、今後も安全確保を大前提とし

て適切に事業を進めるとともに、地元住民の皆様との更なる信頼関係の構築に努めて
いきます。

本資料への収録日：2016年１月18日
改訂日：2026年３月31日
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福島県以外で指定廃棄物の一時保管がひっ迫している県（宮城県・栃木県・千葉県・茨城県・群馬県）につ
いては、各県の市町村長会議での議論等を踏まえ、放射能濃度測定等の現状把握を行いながら、各県それぞれ
の状況を踏まえた対応が進められています。
宮城県、栃木県及び千葉県については、有識者会議や各県の市町村長会議での議論を経て確定した選定手法
に基づき、宮城県は2014年１月、栃木県は2014年７月及び千葉県は2015年４月にそれぞれ詳細調査の候補
地を公表いたしました。しかしながら、その後、地元の御理解が得られず、詳細調査の実施には至っていません。
そうした中、宮城県においては、県の主導のもと、各市町村が8,000Bq/kg以下の廃棄物の処理に率先的に
取り組むこととした方針を受けて、環境省は財政的・技術的に支援しています。8,000Bq/kg以下の廃棄物の
大部分を占める農林業系廃棄物については、焼却処理や牧草地等へのすき込み等により、処理を実施中です。
また、栃木県においては、長期管理施設を整備するという方針は堅持しつつ、指定廃棄物を保管する農家の
負担軽減を図るため、2018年11月、国から栃木県及び農林業系指定廃棄物を保管している市町に対し、市町
単位での暫定的な減容化・集約化の方針を提案し、合意が得られました。また、2020年６月には、暫定保管
場所の選定の考え方を取りまとめ、可能な限り速やかに暫定保管場所の選定が行われるよう、県や市町と連携
して取り組むことを確認しました。2021年６月には、環境省から那須塩原市に、農家保管の農業系指定廃棄
物に係る暫定集約及び8,000Bq/kg以下となったものについて、指定解除を経た上での処分などの協力を要請
しました。環境省では、同年10月から2023年３月にかけて保管農家の敷地から暫定保管場所への指定廃棄物
の搬出作業を行い、同市では搬出された指定廃棄物のうち、8,000Bq/kg以下に減衰した農業系指定廃棄物に
ついて指定解除の手続きを経て、他の一般廃棄物と混焼するなどの取組が行われました。そのほか、日光市及
び大田原市でも暫定保管場所への搬出作業が完了し、また、那須町では暫定集約中、矢板市では暫定集約に向
けた作業が進められるなど、関係市町において取組が進められています。
千葉県においても、長期管理施設の詳細調査の実施について、地元の御理解を得る努力を継続しているとこ
ろです。
茨城県においては2016年２月、群馬県においては2016年12月に、「現地保管継続・段階的処理」の方針が
決定しました。両県ではこの方針を踏まえ、必要に応じた保管場所の補修や強化等を実施しつつ、8,000Bq/
kg以下になった指定廃棄物については、段階的に既存の処分場等で処理することとされています。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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2011年３月11日19時３分、原子力災害対策特別措置法15条２項に基づき、原子力緊急事
態宣言を発出しました。翌日18時25分、発電所から20km圏内に避難指示が出されました。
同年４月11日に、緊急時被ばく状況の放射線防護の基準値を考慮して、発電所から20km
圏内の区域の周辺で事故発生から年間積算線量が20mSvに達するおそれのある区域を計画的
避難区域としました。また、計画的避難区域以外の半径20kmから30km圏内を緊急時避難準
備区域としました。また、同月21日に事故による今後の危険性を考慮し、東京電力福島第一
原子力発電所から半径20km圏内を警戒区域に設定して、原則として立入りを禁止しました。
また同年６月以降、国と福島県の環境モニタリングの結果を踏まえ、除染が容易でない年
間積算線量が20mSvを超えると推定される地点について、特定避難勧奨地点を設定しました。
その後、同年12月16日、原子炉の冷温停止状態が達成し、放射性物質の放出が管理され

ていることが確認されたことから、同月26日、警戒区域を解除し、避難指示区域を帰還困難
区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域へ見直す案が示されました。避難指示区域の見
直しに当たり、①住民の安全・安心の確保、②除染と子どもへの放射線に対する配慮、③イ
ンフラ復旧・雇用、④賠償問題という全ての避難指示区域に共通する課題に取り組むことと
しました。
避難指示解除の要件は、①空間線量率で推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下
になることが確実であること②電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必
須なインフラや医療・介護・郵便などの生活関連サービスがおおむね復旧すること、子ども
の生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること③県、市町村、住民との十分な協議
とされています。
（関連ページ：上巻P176「国際放射線防護委員会（ICRP）勧告と我が国の対応」）

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2020年３月31日
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2011年３月11日の東京電力福島第一原子力発電所における事故発生直後から、住
民の生命・身体の危険を回避するために避難指示を発出し、12日には発電所から半
径20kmの地域を避難指示区域に設定しました。
さらに４月22日には、事態が深刻化し住民が一度に大量の放射線を被ばくするリ

スクを回避するため、同地域を、原則立入禁止とする警戒区域に設定し、半径20km
以遠の地域であって、事故発生から１年以内に累積線量が20mSvに達するおそれの
ある地域を計画的避難区域に設定しました。
12月16日、原子炉の安定状態が達成され、事故の収束に至ったことが原子力災害
対策本部において確認されたことから、12月26日に、警戒区域及び避難指示区域の
見直しの考え方が示され、区域見直しに当たっての共通課題の解決に向けた取組を進
めるとともに、県、市町村、住民など関係者との綿密な協議・調整を行いながら検討
を進めてきました。
2012年３月30日に原子力災害対策本部において、警戒区域及び避難指示区域等

について、放射線量や地域特有の解決すべき課題に応じた見直しが行われました。
2013年８月までに、警戒区域の解除及び特定避難勧奨地点の解除を行ったほか、避
難指示区域について、避難指示解除準備区域、居住制限区域、及び帰還困難区域が設
定されました。
（関連ページ：上巻P176「国際放射線防護委員会（ICRP）勧告と我が国の対応」）

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2020年３月31日
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2013年３月７日の復興推進会議・原子力災害対策本部合同会合において、避難指示解除について、「年内
を目途に一定の見解を示すべき」と指摘が示され、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」（2013年
12月20日閣議決定）の検討を踏まえ、避難指示解除手順が示されました。帰還住民の健康影響に対する不
安に応えるため、相談員・相談員支援センター整備、個人線量の把握・管理、モニタリングを用いた被ばく
低減対策や放射線による健康不安対策（リスクコミュニケーション事業）を行っています。
避難指示解除については、2020年３月までに、帰還困難区域を除く全ての避難指示解除準備区域と居住

制限区域の避難指示の解除を実現してきました。
帰還困難区域については、2020年３月のJR常磐線の全線開通にあわせ、双葉町、大熊町、富岡町の帰還

困難区域に設定されている特定復興再生拠点区域の一部区域の避難指示の解除が初めて行われ、2022年６
月に葛尾村、大熊町、同年８月に双葉町、2023年３月に浪江町、同年４月に富岡町（夜の森、大菅両地区）、
同年５月に飯舘村、同年11月に富岡町（小良ヶ浜、深谷両地区内）の避難指示が解除されたことで、特定
復興再生拠点区域の避難指示が全て解除されました。また、帰還困難区域のうち、特定復興再生拠点区域外
においては、2026年２月までに大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、南相馬市及び葛尾村に特定帰還居住区
域が設定され、大熊町と双葉町では2023年12月、浪江町では2024年６月、富岡町では2024年９月から除
染・家屋等の解体に着手したところです。引き続き、除染やインフラ整備等の避難指示解除に向けた取組を
進めていきます。なお、このほかに、川内村と広野町では町村の判断によって国による避難指示区域以外の
地域でも避難が促されていましたが、川内村では2012年１月31日、広野町では2012年３月31日に解除さ
れました。
最新の情報も含め、避難者の状況など、避難地域12市町村の詳細は福島県の復興情報ポータルサイト「ふ

くしま復興情報ポータルサイト」、経済産業省「原子力被災者支援（避難指示関係）」に掲載されています。

ふくしま復興情報ポータルサイト「避難区域の変遷について -解説- 」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/cat01-more.html
経済産業省「原子力被災者支援（避難指示関係）」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu.html

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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帰還困難区域では、住民の一時立入りや帰還困難区域の特別通過交通制度に基づく
通過を除き、通行が制限されていました。
国道６号線は福島県の復旧・復興にとって重要な主要幹線道路であることから、除

染作業や道路補修作業が完了したことを踏まえ、地元自治体との協議の結果、2014
年９月15日、国道６号線とともに県道36号線において通行証の所持・確認を要せず
に特別通過交通が可能になりました。また、国道114号線や県道35号線なども、関
係自治体や関係機関との協議等の上で同様に特別通過交通制度が適用され、2020年
３月より国道６号線、県道35号線など一部路線で二輪車も通行が可能になりました。
国道６号線は2022年６月の大熊町及び同年８月の双葉町の特定復興再生拠点区域

の避難指示解除により、特別通過交通制度の適用が終了しております。国道114号線
及び県道49号線は2023年３月の浪江町の特定復興再生拠点区域の避難指示解除によ
り同町内の区間の特別通過交通制度の適用が終了しましたが、当該道路の南相馬市内
一部区間については引き続き帰還困難区域であるため、特別通過交通制度の適用によ
り四輪車のほか二輪車、自転車及び徒歩の通行が可能となっております。
最新の特別通過交通制度の適用状況と適用時の線量調査結果については、内閣府原

子力被災者生活支援チームからのお知らせ（https://www.meti.go.jp/earthquake/
nuclear/kinkyu.html）で公開されています。

本資料への収録日：2018年２月28日
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帰還困難区域では、一部では放射線量が低下していること等を踏まえ、2016年８
月に、「５年を目途に、線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、居住を可能と
することを目指す「復興拠点」」の整備等を行う方針が示されました。これを受け、
2017年５月に福島復興再生特別措置法を改正し、「特定復興再生拠点区域」制度を創
設しました。特定復興再生拠点区域については、2017年から2018年にかけて、双葉
町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の「特定復興再生拠点区域復興再生
計画」について内閣総理大臣の認定を行い、その整備を推進してきた結果、2022年
６月に葛尾村、大熊町、同年８月に双葉町、2023年３月に浪江町、同年４月に富岡
町（夜の森・大菅地区）、同年５月に飯舘村、同年11月に富岡町（小良ヶ浜・深谷地
区内）で特定復興再生拠点区域の避難指示が全て解除されました。

本資料への収録日：2020年３月31日
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帰還困難区域のうち、特定復興再生拠点区域外においては、帰還を望む住民の避難
生活が余儀なくされている状況や地元自治体から避難指示解除の方針を早急に示して
ほしいとの強い要望を受けてきたことを踏まえ、2021年８月に、「2020年代をかけ
て拠点区域外に帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還意向を個別・丁寧に把握
し、帰還に必要な箇所の除染を進める」（原子力災害対策本部・復興推進会議）とい
う政府方針が決定されました。この方針を実現するため、2023年６月に福島復興再
生特別措置法を改正し、特定避難指示区域市町村の長が、特定復興再生拠点区域外に
おいて、避難指示解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す
「特定帰還居住区域」を設定できる制度を創設しました。
当該制度に基づき、2026年２月までに、大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、南相

馬市及び葛尾村の「特定帰還居住区域復興再生計画」について内閣総理大臣の認定を
行いました。当該計画に基づき、除染やインフラ整備等の避難指示解除に向けた取組
を進めていきます。
また、政府は、同区域の放射線防護対策について、地域の実情に応じた柔軟な放射

線防護対策や科学的根拠に基づくリスクコミュニケーションに取り組むとともに、空
間線量率などそれぞれの土地の状況や地元自治体の意向も踏まえ、帰還困難区域にお
いて、バリケードなど物理的な防護措置を実施しない立入規制の緩和を行うことを含
め、住民等の今後の活動の在り方について検討を行うこととしています。

本資料への収録日：2024年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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環境省では、内閣総理大臣が認定した特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、
特定復興再生拠点区域内の除染や家屋等の解体を実施し、2022年６月に葛尾村、大
熊町、同年８月に双葉町、2023年３月に浪江町、同年４月に富岡町（夜の森・大菅
地区）、同年５月に飯舘村、同年11月に富岡町（小良ヶ浜・深谷地区内）で特定復興
再生拠点区域の避難指示が全て解除されました。
現在、除染工事の進捗は９割を超えており、また、家屋等の解体の進捗は申請件数

に比して約95％が完了しています（2025年11月末時点）。なお、家屋等の解体によ
り生じた特定廃棄物の処理については、可能な限り減容化した後、双葉地方広域市町
村圏組合の管理型処分場（クリーンセンターふたば）を活用して埋立処分を行うこ
ととし、2019年８月に環境省、同組合及び福島県の間で基本協定を締結しました。
2023年６月に特定廃棄物の搬入を開始しました。
また、特定復興再生拠点区域外については、内閣総理大臣が認定した特定帰還居住

区域復興再生計画に基づき、大熊町及び双葉町については2023年12月20日に、浪江
町については2024年６月20日に、富岡町については同年９月５日に特定帰還居住区
域の除染や家屋等の解体に着手しました。2025年３月に計画が認定された南相馬市
及び同年７月に計画が認定された葛尾村についても、着手に向け準備を進めています
（2025年12月末時点）。

本資料への収録日：2021年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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環境省では、福島県内のニーズに応え、環境再生の取組のみならず、脱炭素・資源循環・
自然共生といった環境の視点から地域の強みを創造・再発見する「福島再生・未来志向
プロジェクト」を推進しています。
また、2020年８月には、福島県と「福島の復興に向けた未来志向の環境施策推進に
関する連携協力協定」を締結しました。本協定の下、「ふくしまグリーン復興構想等の
着実な推進」や「復興と共に進める地球温暖化対策の推進」など、福島県と協働して未
来志向の環境施策を推進しています。
帰還困難区域の廃棄物処理及び産業創生を推進すべく、官民連携による不燃物リサ

イクル事業を採択し、2020年10月に大熊町において不燃性廃棄物の再資源化施設が竣
工しました。また、2021年度より、福島における自立・分散型エネルギーシステム等
の導入に関して、「調査」「計画」「整備」を重点的に支援する「脱炭素×復興まちづく
り」推進事業を実施しており、楢葉町のJヴィレッジ等への太陽光発電システム導入等
を行っています。
2019年４月には、自然公園等の自然資源の活用による復興を目的とした「ふくしま

グリーン復興構想」を策定し、2020年11月には福島県、環境省、市町村、関係団体等
が一体となり取組を推進するふくしまグリーン復興推進協議会を設立しました。2022
年３月には、磐梯朝日国立公園満喫プロジェクト磐梯吾妻・猪苗代地域ステップアップ
プログラム2025を策定し、国立公園等の魅力向上を図る取組を実施しています。また、
2023年８月には磐梯朝日国立公園（土湯温泉・高湯温泉）がゼロカーボンパークへ登
録されました。

本資料への収録日：2022年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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福島イノベーション・コースト構想については、震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業・雇用を
回復するため、当該地域の新たな産業基盤の構築を目指して、2014年６月に、福島・国際研究産業都市（イノベーショ
ン・コースト）構想研究会において取りまとめられました。
また、2024年６月24日に第５回福島イノベーション・コースト構想推進分科会（以下「イノベ分科会」という。）
を開催し、「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」（以下「青写真」という。）の改定を
念頭において、イノベ構想を更に発展させていくための検討の論点等を示し議論を行いました。
2025年５月30日に開催された第６回イノベ分科会では、復興庁・経済産業省・福島県の３者から第２期復興・創生
期間後の次の５年間に向けた課題認識や地域の実情を踏まえ、新たに「地域の稼ぎ」、「日々の暮らし」、「担い手の拡大」
の３つの視点を追加した改定案を示し、地元の地方公共団体や関係機関等と議論を実施しました。
2025年６月６日に、青写真の改定版を公表し、今後、社会実装に向けあらゆるチャレンジを可能にする「実証の聖地」
として浜通り地域等における産業集積の構築を進めるとともに、暮らしを支えるイノベーションの創出を促進していく
方針を明らかにしました。
同構想の実現に向けて、福島イノベーション・コースト構想推進機構を中心に、廃炉研究開発、ロボット研究・実証、
情報発信拠点（東日本大震災・原子力災害伝承館）等の拠点整備や、環境・リサイクル分野、水素や再生可能エネルギー
などのエネルギー分野、農林水産業・医療関連・航空宇宙分野に係るプロジェクトの具体化、産業集積、人材育成等に
取り組んでいます。
主な動きとしては、2020年３月に全面開所した「福島ロボットテストフィールド」を中心に、2025年12月末までに、
約1,800件の実証実験が行われるとともに、同フィールドを核としつつ、周辺地域に事業拡大する企業も出てきていま
す。
2025年６月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025」では、地方創生との連携を強化しつつ、
改定した青写真を踏まえ、福島国際研究教育機構（以下、F-REIという。）や福島新エネ社会構想の取組、農林水産業
を含む生業（なりわい）の再建、エネルギー・ロボット・宇宙分野を含む新産業創出等を推進し、帰還・移住・定住を
促進することとしています。また、同日閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改
訂版」では、浜通り地域等における新産業創出に向けて、エネルギー・ロボット・宇宙等の分野でのイノベーション創
出、企業誘致支援を着実に進めつつ、改定した青写真を踏まえた施策を、次の５年間に強力に推進することとしていま
す。さらに、同日閣議決定された「地方創生 2.0 基本構想」では、イノベ構想を核とした産業発展として、スタートアッ
プや成長企業の立地と産業集積形成を促進するため、創造的復興の中核であるF-REIや福島ロボットテストフィールド
等の拠点を有効活用しながら、各種支援を総動員するとともに、プッシュ型の伴走支援を継続的に実施することとして
います。

本資料への収録日：2018年２月28日
改訂日：2026年３月31日
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東京電力福島第一原子力発電所事故の放射線による影響を踏まえて、福島県
民の健康を見守り、県民の安全・安心の確保を図るために実施されている「県
民健康調査」等の概要を説明します。
将来にわたって県民の健康を維持、増進するために、福島県で実施されてい

る健康管理の取組を知ることができます。
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福島県では、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の拡散や避難等
を踏まえ、県民の被ばく線量の評価を行うと共に、県民の健康状態を把握し、疾病の
予防、早期発見、早期治療につなげ、もって、将来にわたる県民の健康の維持、増進
を図ることを目的とし、「県民健康調査」を実施しています。
県民健康調査では全県民を対象とし、東京電力福島第一原子力発電所事故後４か月

間の外部被ばく線量の把握のための「基本調査」、当時概ね18歳以下であった方を対
象に「甲状腺検査」を実施しています。そのほか、東京電力福島第一原子力発電所事
故後、避難区域等に指定されたエリアにお住まいだった約21万人の方を対象に、身
体の健康状態を把握するための「健康診査」を、こころの健康状態を把握するための「こ
ころの健康度・生活習慣に関する調査」を行っています。さらに福島県内で母子健康
手帳を受け取った方、県外で母子健康手帳を受け取り福島県内で分娩した方を対象に
「妊産婦に関する調査」を行いました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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「県民健康調査」は福島県が事業主体となり、福島県立医科大学が福島県から事業
委託を受ける形で実施されています。福島県立医科大学は、この事業を推進するに当
たり、「放射線医学県民健康管理センター」を立ち上げ、実務に当たっています。
福島県は、「県民健康調査」に関して、専門的見地から広く助言等を得るために、「県
民健康調査」検討委員会を設置しています。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2022年３月31日
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「県民健康調査」は「基本調査」と「詳細調査」に大きく分けられます。
「基本調査」では、行動記録を基に東京電力福島第一原子力発電所事故後４か月間の
県民の外部被ばく線量を推計評価し、県民の健康を見守るための基礎となるデータを
把握します。
「詳細調査」には、現在の健康状態を把握するための、次の四つの調査や検査があり
ます。
一つ目は、2011年３月11日時点で概ね18歳以下の全県民を対象とした甲状腺の超

音波検査です。チョルノービリ原発事故後に小児の甲状腺がんが多く見つかったこと
から、子どもたちの甲状腺の状態を把握し、健康を見守ることを目的に実施しています。
二つ目は健康診査です。避難区域等にお住まいだった方に対して、生活環境等が変
わったこと等によって生じる生活習慣病等、その予防あるいは早期発見・早期治療に
つなげるために健診を行っています。
三つ目のこころの健康度・生活習慣に関する調査も、避難区域にお住まいだった方
を対象に東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故により生じてしまった不
安に対して、支援を行うための調査です。
四つ目の妊産婦に関する調査は、妊産婦を対象に出産や産後の育児に関して放射能
を含めた様々な心配を抱える方のための調査です。
調査の全データをまとめた一元的なデータベースを構築し、長期にわたる知見の活
用に役立てられます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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基本調査は、東日本大震災に伴う、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射
線の影響を踏まえ、放射線による外部被ばく線量を行動記録から推計し、推計結果を
各人にお知らせするとともに、将来にわたる県民の健康の維持、増進につなげていく
ことを目的として開始されました。
具体的には対象者の方に、問診票を配布し、事故後４か月間の行動記録を記入して

いただきます。問診票に記入された行動記録を基にして、放射線医学総合研究所が開
発したプログラムを使って、外部被ばく線量を推計します。基本調査の対象となって
いる事故後４か月間は、空間線量率が高く、この時期の外部被ばく線量の把握が最も
重要です。
また、個人個人の推計値を集約し、統計処理することで、福島県における被ばくと

健康影響についての解析を行うためにも活用されます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2020年３月31日
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行動記録を調査するための対象となる期間は、2011年３月11日～７月11日の４か
月間です。
基本調査の対象者は震災当時県内に住民登録があった方、約206万人です。住民登

録が県外にある方でも、この期間内に県内に居住していた方、県内に通勤、通学して
いた方、あるいは一時滞在された方々は対象者に含まれます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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基本調査で行動記録等を記入いただく問診票は、３月11日から３月25日までの行
動については１時間単位で記入いただくものです。なお、記入が難しいとのご指摘を
受けて、記入内容を簡略化した「簡易版」問診票を2013年11月より導入しました。
ただし、精度管理上、簡易版の利用は、震災後４か月間に避難や引っ越し等で生活

の場の大きな変化が１回以下の方のみが対象となります。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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基本調査では、行動パターン調査の結果と線量率マップを組み合わせて、外部被ば
く線量評価が行われています。対象者の方に記入いただいた、この調査期間にどこに
どれだけ、どのような建物の中にいたか、といった行動の記録と線量率マップを組み
合わせて、線量を評価しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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使用している線量率マップは文部科学省（当時）のモニタリングデータが用いられ
ています1。

1.  文部科学省（当時）が公表しているモニタリングデータが利用できない2011年３月12
日から15日のうち、３月12日から14日までの３日間は、2011年６月に原子力安全・
保安院（当時）が公表した放射性物質の放出量データを用いて、緊急時迅速放射能影響
予測ネットワークシステム（SPEEDI）により計算された結果を適用しました。３月15
日については、３月16日のデータと同じとし、３月16日以降については、文部科学省（当
時）が公表しているモニタリングデータを利用しました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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これまでの回答数は56万9,899件です（回答率27.7％）。
なお、回答率が約27%から大きく変化しないことを踏まえて、線量分布の「代表性」
に関する調査が2015年度に行われました。この調査の結果、県内７方部（地域）に
おいて今までに得られた回答に基づく線量分布は、それぞれの方部を代表するもので、
偏りのない縮図になっていると考えられました。

「代表性」に関する調査の詳細は、下記のウェブサイトをご参照ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/151271.pdf

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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2025年３月31日までに推計が行われた累計55万5,693人のうち、推計期間４か月
間すべての行動記録を提出いただいた方が47万6,952人。そこから放射線業務従事経
験者を除いた46万7,730人の推計結果を地域別に示したものです。地域別にみてみる
と、県南地域では88.2％、会津・南会津地域では99.3％、相双地域では77.3％、い
わき地域では99.1％の方が１ミリシーベルト未満となっています。また、最大値は
相双地域の方の25ミリシーベルトでした。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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チョルノービリ原発事故では放射線による健康被害として、放射性ヨウ素の内部被
ばくによる小児の甲状腺がんが報告されました。比較すると、福島においては環境に
放出された放射性物質の量も少なく、住民の推定の外部・内部被ばく線量はさらに小
さいため、疫学的に検出が可能な甲状腺への健康リスクはないと予測されています（上
巻P141「甲状腺がんについての専門家会議中間取りまとめの評価」）。一方、福島に
おける東京電力福島第一原子力発電所事故の影響でも、子どもたちの甲状腺への放射
線の影響が心配されています。そのため、甲状腺の状況を把握すると共に、将来にわ
たる健康を見守ることを目的に、県民健康調査では継続して甲状腺検査を実施してい
ます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2024年３月31日
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放射線の影響があるとは考えにくい時期に対象者の甲状腺の現状把握をするという
ことが、長期にわたり健康を見守る上で大変重要であることから、東京電力福島第一
原子力発電所事故直後、2011年10月から約２年半を掛けて、福島県の子どもたち全
員を対象に、超音波による甲状腺検査を行いました（先行検査）。
その後、2014年度からは、先行検査の対象者に、2011年４月２日から2012年４
月１日までに生まれた方も対象に加え、２回目の検査となる本格検査を実施しました。
３回目からの検査は、対象者が20歳を超えるまでは２年ごと、それ以降は５年ご

とに検査を実施しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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一次検査では、のう胞や結節の有無、その大きさを検査し、より詳細な検査が必要
と考えられる方には、二次検査の受診をご案内しています。
二次検査では、さらに精密な超音波検査、血液検査、尿検査を行い、医師が必要と

判断した方には穿刺吸引細胞診（せんしきゅういんさいぼうしん）を行います。
検査はここまでです。
これ以降、診療が必要な方は保険診療に移行し、主治医の下、個別に適切な医療が

行われます。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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甲状腺の超音波検査（エコー検査）は、仰向けに寝た状態で行います。首の付け根
の辺りにある甲状腺にゼリーを付けた器具（超音波プローブ）を当て、表面を滑らせ、
のう胞や結節の有無を調べます。
通常３～５分程度で終了し痛みは伴いません。
一次検査で得られた超音波診断画像は、総合的、客観的に判断するために、検査会

場では判定せず、複数の専門医によって構成される判定委員会で判定が行われます。
これは県民健康調査として一定の精度で判断することを心掛けているためでもありま
す。
なお、判定基準の大きさは判定の目安であり、超音波画像で悪性が疑われる場合は

大きさに関係なくB判定として二次検査の受診をご案内しています。
二次検査ではより精緻な超音波検査や採血、採尿を行います。医師が必要と判断し

た場合は、甲状腺の細胞を細い針で採取し、検査を行う「穿刺吸引細胞診（せんしきゅ
ういんさいぼうしん）」を行う場合もあります。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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結節は「しこり」とも呼ばれる、甲状腺の細胞の密度が変化した塊です。良性と悪
性（がん）がありますが、多くは良性です。
甲状腺がんは生涯にわたり健康にまったく影響しない潜在がんが多いがんとして以

前から知られています。それらを発見して治療することは、患者さんにとって不利益
になることも考えられます。そこで、一般的に小さな結節は細胞診等の詳しい検査を
行わないことが多くあります。県民健康調査における甲状腺検査でも、それに準じて
5.0mm以下の結節は二次検査を行わず、次回の超音波検査（一次検査）としています。
A１判定の方が次回の検査でA２判定やB判定になることや、逆にA２判定の方が

A１判定になることもあります。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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福島県で行われている甲状腺検査で「のう胞」と判定しているものは、中に液体の
みが溜まった袋状のもので、細胞のない良性のものです。健康な方にも見つかること
が多く、特に学童期～中高生に多くみられるものです。そのため、繰り返し検査を受
けると、成長に伴ってのう胞が見つかることもよくあります。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2023年３月31日
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のう胞の中には結節を伴うものがあります。県民健康調査における甲状腺検査では、
この充実部分（結節）を伴うのう胞は、全て「結節」として判定し、結節の判定基準
を適用しています。
例えば、３mmの充実部分を伴う30mmののう胞性病変の場合、これを結節と判定
し、「結節」の判定基準を適用。大きさが5.1mm以上なのでB判定として、二次検査
のご案内をしています。
「のう胞」と判定されたものは、中は液体のみで良性のものです。
（関連ページ：下巻P136「甲状腺検査　のう胞とは」）

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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甲状腺検査は、福島県立医科大学と福島県内・県外の医療機関等が連携して実施さ
れています。県民の皆様が甲状腺検査を受診しやすいように、検査実施場所や受診機
会を増やし、皆様の健康を長きにわたって見守る取組が進められています。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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甲状腺検査の先行検査では、東京電力福島第一原子力発電所事故時に、空間線量率
の高かった地域から順に実施されました。
２回目の検査となる本格検査以降も、ほぼ同様の順序で検査のご案内を行っており、

本格検査（検査６回目）も18歳以下の方には、地域別に２年間にわたり一次検査が
実施されています。
本格検査（検査４回目）からは、19歳以上の方には地域別ではなく年齢（学年）

ごとの実施としております。
また、2017年度以降は、25歳になる年度に検査を行い、それ以降は５年ごとの検

査を行っています。
なお、本格検査（検査５回目）では、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、

３年間で検査を実施することになりましたが、県外在住の対象者には、当初の予定通
り、2020年度と2021年度に検査の案内をお送りし、2022年度まで検査受診可能と
していました。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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本格検査（検査５回目）では、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、３年間
で検査を実施することになりました。2020年度分の福島県内小中学校における検査
については、2020年9月から開始され、2020年度から2022年度にわたり検査が実
施されています。また、福島県内高等学校等におきましては、2021年度と2022年度
に検査を実施しました。検査実施前年度に高等学校を卒業する生徒に対しては、一般
会場や検査実施医療機関での受診を案内しました。

本資料への収録日：2022年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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１回目の検査である先行検査（2011 ～ 2013年度）の結果を示します。
一次検査でA判定は全体の99.2％、B判定は0.8％でした。A２判定の大半は20mm

以下ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上の結節、ということが分かります。
二次検査では、精緻な超音波検査等を経て、二次検査受診者の34％、つまり約３

人に１人はA判定相当として、一次検査のA判定者同様、次回２回目の検査の受診を
お勧めいたしました。一次検査では疑わしいと思われる方については、総合的、客観
的に判断するために、念のためB判定として二次検査でより詳しく検査をした上でA
判定相当となる方等もここには含まれているためです。
二次検査結果が確定した方の66％の方は通常の保険診療に移行し、主治医のもと

で個別にその方の症状に合わせて適切な対応を判断しています。
39.6％の方が穿刺吸引細胞診を受け、その結果116人の方が悪性、悪性疑いの判定

となりました。そのうち、102人の方が手術を受けたことが分かっていますが、悪性、
悪性疑いの方全てがすぐに手術を受けるのではなく、個別の状態に合わせて医師、ご
本人、ご家族の方へのご説明、ご相談を経て対応を決めていきます。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2023年３月31日
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２回目の検査である本格検査の結果を示します。
一次検査でA判定は全体の99.2％、B判定は0.8％、A２判定の大半は20mm以下
ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上の結節、という傾向は先行検査と同様でした。
二次検査では、穿刺吸引細胞診の結果、71人の方が悪性ないし悪性疑いとなって

います。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2022年３月31日
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検査開始当初、A2判定の方の割合が多いのではないか、と不安の声が多く挙がったこと
から、2012年度に、環境省が主体となり、長崎県、山梨県、青森県の３県で、約4,300人
の子どもたちを対象に、福島県と同じ方法による甲状腺検査を実施しました（以下「三県
調査」という。）。
福島県の先行調査は震災時０～ 18歳、本格検査（検査２回目）では検査時２～ 23歳が
対象であったのに対し、３県の調査では３～ 18歳が対象にされ、３歳未満は対象になって
いません。また、三県調査の場合、調査対象集団のサンプルサイズが小さいため、両調査
結果だけをみて単純に比較することはできません。しかし、福島県の子どもたちに際立っ
てA2判定が多いわけではないことが分かりました。また、三県調査において2010年の日
本の人口構成で年齢調整した結果、のう胞の発見率は52.35％、結節の発見率は1.54%と報
告されており1、甲状腺検査の先行検査および本格検査（検査２回目）の結果と類似してい
ました。また、三県調査の報告書では、「一般的に、３～５歳の集団では結節性疾患の有所
見率が、６歳以上の集団に比べて低く、また女性は男性よりも有所見率が高いことが知ら
れている。このため、今回のような単純な記述統計に基づく有所見率は、本来の値よりも
高めに集計されている可能性がある。」2と考察されています。実際、２歳以下の対象者を
含まない本格検査（検査２回目）では、A2判定の比率は三県調査の比率と極めて近い結果
を示していました。
1.  Taniguchi N, et al.Ultrasonographic thyroid nodular findings in Japanese 
children. J Med Ultrasonics (2013) 40:219‒224

2.  特定非営利活動法人日本乳腺甲状腺超音波医学会「平成24年度甲状腺結節性疾患有所
見率等調査成果報告書」（環境省委託事業）2013年３月

本資料への収録日：2014年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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3回目の検査である本格検査の結果を示します。一次検査でA判定は全体の99.3％、
B判定は0.7％、A２判定の大半は20mm以下ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上
の結節、という傾向は先行検査、本格検査（検査２回目）と同様でした。二次検査で
は、穿刺吸引細胞診の結果、31人の方が悪性ないし悪性疑いとなっています。

本資料への収録日：2019年３月31日
改訂日：2022年３月31日
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４回目の検査である本格検査の結果を示します。
一次検査でA判定は全体の99.2％、B判定は0.8％、A２判定の大半は20mm以下
ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上の結節、という傾向は先行検査、本格検査（検
査２回目と３回目）と同様でした。
二次検査では、穿刺吸引細胞診の結果、39人の方が悪性ないし悪性疑いとなって
います。

本資料への収録日：2021年３月31日
改訂日：2023年３月31日
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５回目の検査である本格検査の結果を示します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、３年間にわたり実施されました。
一次検査でA判定は全体の98.8％、B判定は1.2％、A２判定の大半は20mm以下
ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上の結節、という傾向は先行検査、本格検査（検
査２～４回目）と同様でした。
二次検査では、穿刺吸引細胞診の結果、50人の方が悪性ないし悪性疑いとなって

います。

本資料への収録日：2024年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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６回目の検査である本格検査の結果を示します。
５回目の検査は新型コロナウイルス感染症の影響で３年間にわたって実施されてい

ましたが、６回目は２年間の検査期間に戻して実施されました。
一次検査でA判定は全体の98.6％、B判定は1.4％、A２判定の大半は20mm以下
ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上の結節、という傾向は先行検査、本格検査（検
査２～５回目）と同様でした。
二次検査では、穿刺吸引細胞診の結果、19人の方が悪性ないし悪性疑いとなって
います（検査進行中）。

本資料への収録日：2026年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 10 章 健康管理

147



本格検査（検査３回目）の実施期間中から（2017年度から）、本格検査の一部として、
２５歳になる年度に実施する検査を開始し、一次検査はこれまで実施した1992年度
から1999年度生まれの対象者、二次検査は1992年度から1998年度生まれの対象者
に対する検査の結果を示します。
一次検査でA判定は全体の94.4％、B判定は5.6％、A２判定の大半は20mm以下
ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上の結節、という傾向はこれまでの結果と同様で
したが、対象者の年齢が高いため、B判定率および結節の発見率は先行検査、本格検
査（検査２～５回目）と比較して高くなっていました。
二次検査では、穿刺吸引細胞診の結果、26人の方が悪性ないし悪性疑いとなって
います。

本資料への収録日：2021年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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本格検査（検査5回目）の実施期間中から（2020年度から）、本格検査の一部として、
30歳になる年度に実施する検査を開始し、一次検査はこれまで実施した1992年度か
ら1994年度生まれの対象者、二次検査は1992年度から1993年度生まれの対象者に
対する検査の結果を示します。
一次検査でA判定は全体の91.2％、B判定は8.8％、A２判定の大半は20mm以下
ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上の結節、という傾向はこれまでの結果と同様で
したが、対象者の年齢がさらに高いため、B判定率および結節の発見率は本格検査（25
歳時の節目の検査）と比較して高くなっていました。
二次検査では、穿刺吸引細胞診の結果、９人の方が悪性ないし悪性疑いとなってい

ます。

本資料への収録日：2024年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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先行検査および本格検査（検査２回目）における穿刺吸引細胞診（せんしきゅう
いんさいぼうしん）の結果、「悪性」「悪性疑い」の判定となった方々の年齢分布を
2011年３月11日時点の年齢と、二次検査時の年齢とでグラフにしたものです。先行
検査および本格検査（検査２回目）において、放射線に対する感受性が高いと考えら
れる低年齢（０～５歳）の方に他の年齢と比べて甲状腺がんが多く見つかっている状
況ではありません。

本資料への収録日：2014年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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本格検査（検査３回目と検査４回目）における穿刺吸引細胞診（せんしきゅういん
さいぼうしん）の結果、「悪性」「悪性疑い」の判定となった方々の年齢分布を2011
年３月11日時点の年齢と、二次検査時の年齢とでグラフにしたものです。震災時の
年齢分布においては、先行検査と本格検査（検査２回目）と比較しますと、より低年
齢に人数の分布が偏っている傾向がありますが、検査時年齢では先行検査と本格検査
（検査２回目）の分布と同様でした。

本資料への収録日：2021年３月31日
改訂日：2023年３月31日
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本格検査（検査５回目と検査６回目）における穿刺吸引細胞診（せんしきゅういん
さいぼうしん）の結果、「悪性」「悪性疑い」の判定となった方々の年齢分布を2011
年３月11日時点の年齢と、二次検査時の年齢とでグラフにしたものです。震災時の
年齢分布においては、先行検査と本格検査（検査２回目）と比較しますと、より低年
齢に人数の分布が偏っている傾向がありますが、検査時年齢では先行検査から本格検
査（検査４回目）までの分布と同様でした。

本資料への収録日：2024年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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福島県で行われている甲状腺検査の先行検査で見つかった甲状腺がんは、東京電力
福島第一原子力発電所事故による放射線の影響とは考えにくいとされています。
その理由として
1.  被ばく線量がチョルノービリ事故と比べて総じて小さいこと
2.  被ばくからがん発見までの期間が概ね１年から４年と短いこと
3.  事故当時５歳以下からの発見はないこと
4.  年齢分布が福島県とチョルノービリでは大きく違うこと（上巻P140「チョルノー
ビリ原子力発電所事故と東京電力福島第一原子力発電所事故との比較（被ばく
時年齢）」）

5.  地域別の発見率に大きな差がないこと
から、総合的に判断して、放射線の影響とは考えにくいと評価したものです。
しかし、放射線影響をみるためには、今後も長期にわたり経過をみる必要がありま

す。
（関連ページ：上巻P141「甲状腺がんについての専門家会議中間取りまとめの評
価」）

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2024年３月31日
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2019年６月、福島県「県民健康調査」検討委員会の下の甲状腺検査評価部会から、
「甲状腺検査先行検査から本格検査（検査２回目）までの結果に対する部会まとめ」
が報告されました。「部会まとめ」では、本格検査（検査２回目）で見つかった甲状
腺がんと、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線被ばくの間の関連は認め
られないと示されています。また、以下の視点で甲状腺検査や検査結果の評価につい
て検討を進めることの必要性がまとめられています。
•  検査３回目、４回目の結果を蓄積した解析を行う必要がある。
•  地域がん登録及び全国がん登録を活用し、甲状腺検査対象者のがん罹患状況を把
握し分析を行う必要がある。
•  将来的に、より詳細な推定甲状腺被ばく線量を用いて、交絡因子等を調整した症
例対照研究や前向き研究として、線量と甲状腺罹患率との関連を検討する必要が
ある。

本資料への収録日：2020年３月31日
改訂日：2026年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 10 章 健康管理

154



2023年７月、福島県「県民健康調査」検討委員会の下の甲状腺検査評価部会から、
「甲状腺検査先行検査から本格検査（検査４回目）までの結果に対する部会まとめ」
が報告されました。本まとめにおいては、以下の疫学的解析の結果から、「先行検査
から検査４回目までにおいて、甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認められない」
との所見が示されました。なお、同年11月の検討委員会において、このまとめにつ
いて報告されています。
•  国連科学委員会（UNSCEAR）の報告書で公表された推計甲状線吸収線量を用い
て、横断調査の手法により解析した結果、被ばく線量と悪性ないし悪性疑い発見
率との関連において、被ばく線量の増加に応じて発見率が上昇するといった一貫
した関係（線量･効果関係）はいずれの検査においても認められなかった。
•  個人の推計被ばく線量と悪性ないし悪性疑いの関連について、症例対照研究に
より解析を行った結果、先行検査から検査４回目で発見された甲状腺がん及び
2018（平成30）年までのがん登録のみに登録された症例と放射線被ばくの間の
関連において、被ばく線量の増加に応じて発見率が上昇するといった一貫した関
係（線量・効果関係）は認められなかった。

本資料への収録日：2024年３月31日
改訂日：2026年3月31日
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2025年７月、福島県「県民健康調査」検討委員会の下の甲状腺検査評価部会から、
「甲状腺検査先行検査から本格検査（検査5回目）までの結果に対する部会まとめ」
が報告されました。本まとめにおいては、以下の疫学的解析の結果から、「先行検査
から検査5回目までにおいて、甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連があるとは認め
られなかった」との所見が示されました。なお、同月の検討委員会において、このま
とめについて報告されています。
•  地域別推計被ばく線量を用いた解析において、発見率に影響を及ぼすと考えられ
る交絡因子（性・年齢・検査年度・検査間隔）を調整し解析した結果、被ばく線
量と悪性ないし悪性疑い発見率との関連において、被ばく線量の増加に応じて発
見率が上昇するといった一貫した関係（線量・効果関係）はいずれの解析におい
ても認められなかった。
•  個人の推計被ばく線量を用いた解析において、先行検査から検査５回目で発見さ
れた甲状腺がん及び2019（令和元）年までのがん登録のみに登録された症例と
放射線被ばくの間の関連において、被ばく線量の増加に応じて発見率が上昇する
といった一貫した関係（線量・効果関係）は認められなかった。
•  累積発見率の経時的解析において、震災時年齢階級別に累積発見率を確認した結
果、震災時４歳以下の世代の累積発見率の上昇はしておらず、チョルノービリ原
発事故のような放射線被ばくに起因した傾向とは異なることが確認できた。

本資料への収録日：2026年３月31日
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東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、多くの方が避難生活
を余儀なくされていました。このような住民の皆様の身体に変調を来していないかど
うかを見守り、必要に応じて早期治療につなげることを目的として「健康診査」を実
施しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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全ての年齢区分について、対象地域住民一人一人が自分の健康状態を把握し、生活
習慣病の予防や疾病の早期発見、早期治療につなげていくことを目的に健診項目を設
定しています。
16歳以上については、「特定健康診査」の健診項目を基本として、血算などの追加

項目（赤文字の項目）を付加して実施しています。
健康診査の対象となる方は、東京電力福島第一原子力発電所事故時に警戒区域、計

画的避難区域、緊急時避難準備区域に指定された市町村及び特定避難勧奨地点の属す
る地域1にお住まいだった方々及び実施年度の4月1日に住民登録があった方々です。

1.  田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、
   葛尾村、飯舘村の全域及び伊達市の一部

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 10 章 健康管理

158



15歳以下の小児については、福島県内外共に、健診に協力いただける小児科医の
いる指定医療機関で小児健診が実施されています。
16歳以上の福島県内にお住まいの方については、市町村が実施する特定健診・総

合健診にこの健診で追加した健診項目を上乗せして実施、又は福島県立医科大学が実
施する集団健診及び県内指定医療機関での個別健診が実施されています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2023年３月31日
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2011 ～ 2023年度に行った健康診査のうち、主な健診項目を経年比較しました。
●過体重者
BMIが25kg/m2以上の過体重者は、各年度とも女性と比較して男性の割合が高い

結果になりました。40～ 64歳の男性では、2011 ～ 2013年度に比べ2021 ～ 2023
年度でやや増加する傾向がみられました。
●高血圧者
収縮期血圧140mmHg以上の割合は、40歳以上の男女ともに、2011 ～ 2013年度
まで減少傾向がみられました。2021 ～ 2023年度までは、やや増加する傾向がみら
れました。
拡張期血圧90mmHg以上の割合は、40歳以上の男女ともに、2011 ～ 2013年度
まで減少傾向がみられました。2021 ～ 2023年度までは、やや増加する傾向がみら
れました。
●肝機能異常者
ALT31（U/L）以上の肝機能異常者は、2011 ～ 2013年度、2021 ～ 2023年度とも、

全体的にほぼ横ばいでした。
●高血糖
HbA1c6.5％以上の高血糖は、65歳以上の男女ともに、2011 ～ 2013年度に比べ
2021 ～ 2023年度でやや増加する傾向がみられました。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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避難区域に指定され、長期にわたる避難生活を強いられている多くの住民の方は、
生活環境が大きく変わり、生活習慣も変化せざるを得ませんでした。それに伴い、調
査対象となる住民の皆さまの身体はもとより、こころの健康に関してもしっかり見守
り、適切な支援やそのための体制作りに役立てることを目的に「こころの健康度・生
活習慣に関する調査」（ここから調査）を実施しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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こころの健康度・生活習慣に関する調査の対象となる方は、健康診査と同じく、東
京電力福島第一原子力発電所事故時に警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備
区域に指定された市町村及び特定避難勧奨地点の属する地域に2011年３月11日から
2012年４月１日まで及び調査年度の４月１日に住民登録があった方々です。また、
上記の方以外で、基本調査の結果必要と認められた方も対象としております。より適
切な対応を行うために、調査対象者の年齢に応じた調査票を用いています。子どもは
「０歳～３歳」「４歳～６歳」「小学生」「中学生」の４つに区分し、それに16歳以上の「一
般成人」を加えて計５つに区分しています。
質問内容は、うつ病や不安障害等こころの問題のほか、睡眠、運動、喫煙、飲酒等

の生活習慣の変化についてもお尋ねしています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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調査票に回答いただいた方には、解析結果とそれに基づいた助言を個別に返送して
います。解析の結果、専門的な支援が必要と思われる方には、公認心理師、保健師、
看護師等から、こころの健康や生活習慣に関する問題について電話による支援を行っ
ています。また、必要に応じて健康情報や相談先を掲載したパンフレットの送付も行っ
ています。
電話による支援では、「家族に言えない話ができて良かった」「何か落ち込むことが

あったらここに電話すれば相談に乗ってもらえると分かって安心した」といった声が
寄せられています。
また、継続した支援や医師の診察が必要と考えられる場合には、市町村、ふくしま

心のケアセンター、専門的助言ができる登録医師と連携し、支援を行っています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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一般（16歳以上）のこころの健康度を評価する尺度としてK６1を用いています。
2011年度は14.6％と高く、その後は低下（改善）傾向がみられました。2021年度に
わずかに上昇（悪化）したものの、再び低下（改善）しました。日本の先行研究（川上ら, 
2007）における割合（3.0％）と比較すると、依然として高い（悪い）値を示しています。
性別では、男性より女性の方が高い傾向にありました。
また一般（16歳以上）のトラウマ反応を評価する尺度としてPCL2を用いています。
2011年度調査と比較して大きく低下（改善）していましたが、2020年度では、8.4％
の方が強いトラウマ反応を持っていることがわかります。
性別では、男性より女性の方が高い値を示し、年齢別では年代が上がるにつれ高く
なる傾向にあります。

1.  K ６：気分の落ち込みや不安に関する６項目（例：「神経過敏に感じましたか」「絶望的
だと感じましたか」等）について、それぞれ過去30日間の頻度を尋ねた質問で、16歳以
上を対象に実施しています。この尺度によって気分障害や不安障害の可能性について判
定しました。

2.  PCL（Post Traumatic Stress Disorder Checklist）: 被災体験に関連した過去30日
間の心身の反応（トラウマ反応）を尋ねた質問で、K６と同様に16歳以上を対象に実施
しています。この尺度によって、トラウマ反応の強さについて判定しました。2011 ～
2013年度調査後、２年間の休止を経て、短縮版であるPCL-4を2016 ～ 2020年度に実
施し、2021年度から再び休止しています。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2026年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 10 章 健康管理

164



2023年度調査の回答者を年齢により3群（16 ～ 39歳、40 ～ 64歳、65歳以上）
に分類し、こころの健康度をK61を用いて比較しました。その結果、K6で支援が必要
と考えられる人の割合は、若年者の方が高い傾向にありました。
また、2023年度調査時の住所を福島県内と県外に分類し比較した結果、一般成人

（16歳以上）のK6で支援が必要と考えられる人の割合は、県内よりも県外の方が高
い傾向がみられました。日本の先行研究（川上, 2007）における割合（3.0％）と比
較すると、県内は約1.7倍、県外では約2.6倍の高さとなっていることがわかります。

1.  K ６：気分の落ち込みや不安に関する６項目（例：「神経過敏に感じましたか」「絶望的
だと感じましたか」等）について、それぞれ過去30日間の頻度を尋ねた質問で、16歳
以上を対象に実施しています。この尺度によって気分障害や不安障害の可能性について
判定しました。

本資料への収録日：2019年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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睡眠はメンタルヘルスにはもちろん、高血圧、糖尿病等様々な慢性身体疾患に影響
を与える重要な要素です。
睡眠に不満を持っている方が今なお６割程いることが分かります。また、2022年
度調査に比べて、2023年度調査結果では睡眠に満足を示す方の割合に大きな変化は
ありませんでした。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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小学生、中学生では、2011年度調査と比較して、2015年度には運動の機会が増え、
改善傾向がみられてきましたが、2020年度以降はほとんど運動していない人の割合
に大きな変化はありません。一般（16歳以上）は、2020年度まで少しずつ運動頻度
が上昇しましたが、2021年度以降はほとんど運動していない人の割合に大きな変化
はありません。特に小学生、中学生にとって運動は心身の発達に重要な影響を与える
と考えられており、一般（16歳以上）についてもメンタルヘルスの向上や生活習慣
病の予防に、運動習慣は非常に重要です。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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子どものこころの健康度を評価する尺度としてSDQ1を用いています。
SDQでみた情緒や行動の問題の問題等を抱えている可能性が高い子どもの割合は、

日本の先行研究（Matsuishi et al., 2008）におけるSDQ16点以上の割合の9.5％と
比較すると、ほとんど変わりない程度まで改善しています。震災を経験していない子
どもの対象者が増えたことも改善の一因かも知れませんが、今後も注視していく必要
があります。

1.  SDQ（Strengths and Diffi  culties Questionnaire）: 子どもの情緒と行動に関する25
項目（例：「他人の気持ちをよく気遣う」、「落ち着きがなく、長い間じっとしていられない」
等）について、それぞれ過去半年間にどれくらい当てはまるかを尋ねた質問で、４歳～
15歳を対象に実施しています。この尺度によって専門的な支援が必要かどうかを判定
しました。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故以降の福島県の妊産婦の皆さ
まのこころやからだの健康状態を把握し、不安の軽減や必要なケアを提供するととも
に、今後の福島県内の産婦人科医療の充実へつなげていくことを目的として「妊産婦
に関する調査」を実施しました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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妊産婦調査の対象となった方は、①福島県内の市町村から母子健康手帳を交付され
た方、②調査期間内に福島県外で母子健康手帳の交付を受け、県内で里帰り分娩をさ
れた方です。
①に該当する方は、県内の市町村の情報提供に基づき、②に該当する方については、

福島県内の産科医療機関から配布された調査票をご利用いただくか、福島県立医科大
学放射線医学県民健康管理センターへご連絡いただき調査票をお送りしました。
また、2011 ～ 2014年度本調査で回答された方には、出産４年後に１回目のフォ
ロー調査を行い、出産８年後に２回目のフォローアップ調査を行いました。
調査は、自記式調査票に回答後、ご返送いただく形で行いました。2016年度調査
より、オンラインでも回答いただけるようになりました。
福島県内で妊娠・出産される方は震災後の2012年度に減少し、2013年度は一時的

に回復しました。しかし、その後は全国と同様に減少傾向を示しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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回答いただいた内容は、福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センターに集約
され、支援が必要と考えられる方1がいないかどうかが確認されました。支援が必要
と考えられる場合は、助産師、保健師、医師等専門のスタッフが電話による相談対応
やメールによる支援等を行いました。
本調査は2020年度調査をもって終了いたしました。
2015年度より2011～2014年度本調査に回答いただいた出産4年後の方を対象に、

1回目のこころとからだの健康状態を伺うフォローアップ調査を行い、2018年度調
査をもって終了いたしました。
2019年度からは2011 ～ 2014年度本調査に回答いただいた出産8年後の方を対象

に、2回目のフォローアップ調査を行い、2022年度調査をもって終了いたしました。
現在も電話やメールによる相談対応は継続しています。

1.  「気分が沈みがち」「物事に興味がわかない」という設問の両方に当てはまると回答され
た方、あるいは、自由記載欄の記入内容で支援が必要と判断された方（例えば、助けを
必要としている人、落ち込みが激しい人、育児支援を必要としている人、放射線の数値
について気にしている人、直接的要望、具体的に回答を要望している人等）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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震災後には放射線の心配や影響についての相談が最も多くありましたが、それらの
割合は時間の経過と共に徐々に低下しました。2012年度以降、徐々に母親のこころ
や身体の健康に関すること、子育て関連等の割合が増え、上位を占めるようになって
きました。
本調査の要支援率は次第に減少傾向を示しました。
１回目のフォローアップ調査の要支援率は2013年度以降のフォローアップ調査に

おいて、自由記載の内容から支援が必要と考えられる方への支援を例年よりも広げて
実施したため、14％前後で推移しました。
２回目のフォローアップ調査の要支援率は17～ 18％でした。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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放射線等の新生児への影響が心配されましたが、震災後、福島県内における早産率、
低出生体重児率、先天奇形・先天異常発生率等は、全国的な調査である人口動態統計
や一般的に報告されているデータとは差がないことが分かりました。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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本調査では、気分が沈みがち、物事に興味がわかない、といった妊産婦の方のうつ
傾向に関する設問について、その両方あるいはいずれかに当てはまると回答された方
は経年的に減少しました。しかし、震災後１-２年以内に出産した人はそれ以降に出
産した人より、新型コロナウイルス感染症の影響も考慮する必要がありますが、８年
後もうつ傾向が高い状態でした。
妊産婦のうつ傾向については、「健やか親子21（母子保健の国民運動計画）」によ
ると、エジンバラ産後うつ指標を用いて評価した全国の「産後うつ」の割合は2013
年度が8.4%、2017年度が9.8%、2021年度が9.7%でした。2020年度本調査の結果
から算出されるエジンバラ産後うつ指標による産後うつの推定割合は10.0%でした
（算出に用いた資料：Mishina H, et al. Pediatr Int. 2009; 51: 48.）。
2020年度調査では、次回の妊娠・出産を希望すると回答した方の割合は50.0％で
した。2012年度調査以降、回答者の半分以上の方がこれからも妊娠・出産を希望し
ています。参考として、結婚10年未満の夫婦で子どもを予定している割合は、第14
回（2010年）出生動向基本調査では、60％（既に子どもがいる場合に限ると51％）、
第15回（2015年）出生動向基本調査では、57％（既に子どもがいる場合に限ると
50％）でした。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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2011年３月23日のSPEEDIの試算を踏まえ、小児への健康影響を把握するため、
原子力安全委員会緊急助言組織からの依頼（３月23,25日付）に基づき、現地原子力
災害対策本部では小児甲状腺簡易測定調査を実施しました。調査した1,149人のうち、
適切に測定された1,080人の結果が示されています。測定場所の環境放射線量が簡易
測定を行うには適当でなかった（測定場所の空間線量率が高く、簡易測定による適切
な評価が困難であった）ため、適切に測定結果が出せなかった66人と年齢不詳の３
人の結果は除かれていますが、調査を受けた全員が、原子力安全委員会がスクリーニ
ングレベルとしている「毎時0.2マイクロシーベルト」を下回っていました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2025年３月31日
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ホールボディ・カウンタは、体の中から出てくるγ（ガンマ）線を計測する装置です。
放射性核種によって、γ（ガンマ）線のエネルギーが異なるため、特定のエネルギー、
例えば、放射性カリウム（カリウム40）のγ（ガンマ）線エネルギーである1,461キ
ロ電子ボルト（keV）に着目すると、体内の放射性カリウムからのγ（ガンマ）線で
あることが分かります。なお、セシウム137のγ（ガンマ）線エネルギーは662キロ
電子ボルト（keV）です。
カリウムは生物に必須な元素ですが、全体のカリウムのうちの約0.01％が放射性
のカリウムです。放射性カリウムは主に細胞の水分の中に含まれていて、筋肉中には
存在しますが、水分をほとんど持たない脂肪細胞には含まれていません。
放射性セシウムは、体の至る所に分布しますので、体内量の計測にはホールボディ・

カウンタが使われます。
（関連ページ：上巻P60「内部被ばく測定用の機器」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2016年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 10 章 健康管理

176



環境モニタリングの結果等から、他の地域に比べ外部及び内部被ばく量が高い可能
性がある地域（川俣町山木屋地区、飯舘村、浪江町）や避難区域等の住民を対象とし
て、2011年６月27日からホールボディ・カウンタ（WBC）による内部被ばく検査
を開始し、対象地区は順次、県内全域に拡大しています。2025年11月30日までに
34万7,819名に検査が実施されています。セシウム134及び137による預託実効線量
で99.9％以上が１ミリシーベルト未満、最大でも３ミリシーベルトであり、全員が
健康に影響の及ぶ数値ではなかったとされています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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放射性セシウムは時間と共に体外に排出されるため、震災直後に摂取した放射性セ
シウムは、大方体外に排出されています。
現在、実施しているホールボディ・カウンタ検査では、日常的な経口摂取の影響に

ついて調べられています。内部被ばく線量として、年間１ミリシーベルト以上の数値
が測定される原因は、ほぼ野生の食品由来と考えられます。現在、市場に流通してい
る食品を食べている限り、内部被ばく線量は、年間１ミリシーベルトを超えることは
ありませんので、もし年間１ミリシーベルトを超えた場合は、市場には流通していな
い放射性セシウム濃度の高い食品類を多く摂取した可能性があります。中でも野生の
キノコが要因と考えられるケースが報告されています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2017年12月31日
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内部被ばくを増加させないためには、放射性セシウム含有量の大きい食品を知るこ
と、同一の食品ばかりを継続して食べないこと、多産地・多品目摂取をすることが有
効です。正しい情報の収集は極めて重要です。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2020年３月31日
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原災法 原⼦⼒災害対策特別措置法

放射性物質汚染 平成⼆⼗三年三⽉⼗⼀⽇に発⽣した東北地⽅太平洋沖地震に伴う原⼦⼒発電所の
対処特措法    事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

ALARA As Low As Reasonably Achievable 合理的に達成可能な限り低く

ALPS Advanced Liquid Processing System 多核種除去設備

BMI Body Mass Index ボディ・マス指数

BSS Basic Safety Standards 国際基本安全基準

CT Computed Tomography コンピュータ断層撮影

DDREF Dose and Dose Rate Eff ectiveness 線量・線量率効果係数
   Factor

DNA Deoxyribonucleic Acid デオキシリボ核酸

EUROCAT European Network of Population-based 欧州先天異常監視機構
   Registries for the Epidemiological
   European Surveillance of Congenital
   Anomalies 

GM 計数管 Geiger-Müller counter ガイガー＝ミュラー計数管

HPCI High Pressure Coolant Injection ⾼圧注⽔系
   System

IAEA International Atomic Energy Agency 国際原⼦⼒機関

ICRP International Commission on Radio- 国際放射線防護委員会
   logical Protection

ILO International Labour Organization 国際労働機関

INES International Nuclear Event Scale 国際原⼦⼒事象評価尺度

IQ Intelligence Quotient 知能指数

IXRPC International X-ray and Radium 国際Ｘ線・ラジウム防護委員会
   Protection Committee

JAEA Japan Atomic Energy Agency 国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構

JESCO Japan Environmental Storage & Safety  中間貯蔵・環境安全事業株式会社
   Corporation

J-RIME Japan Network for Research and 医療被ばく研究情報ネットワーク
   Information on Medical Exposure

LNT モデル Linear Non-Threshold model 直線しきい値なしモデル

略語



NAS National Academy of Sciences 全⽶科学アカデミー

ND Not Detected 不検出

OECD/NEA Organisation for Economic 経済協⼒開発機構 / 原⼦⼒機関
   Co-operation and Development
   /Nuclear Energy Agency

PET Positron Emission Tomography 陽電⼦放射断層撮影

PFA Psychological First Aid ⼼理的応急措置

PTSD Post Traumatic Stress Disorder ⼼的外傷後ストレス障害

RCIC Reactor Core Isolation Cooling System 原⼦炉隔離時冷却系

SDQ Strengths and Diffi  culties ⼦どもの強さと困難さアンケート
   Questionnaire 

SPEEDI System for Prediction of  緊急時迅速放射能影響予測
   Environmental Emergency Dose ネットワークシステム
   Information

UNSCEAR United Nations Scientifi c Committee 原⼦放射線の影響に関する
   on the Eff ects of Atomic Radiation 国連科学委員会

WBC Whole Body Counter ホールボディ・カウンタ

WHO World Health Organization 世界保健機関

■ 単位

Sv Sievert シーベルト

Bq Becquerel ベクレル 

Gy Gray グレイ

eV electron volt 電⼦ボルト

J Joule ジュール

SI 接頭辞

記号 読み べき数表記（⼗進数表記） 漢数字表記
T テラ (tera) 1012（1 000 000 000 000） ⼀兆
G ギガ (giga) 109 （1 000 000 000） ⼗億
M メガ (mega) 106 （1 000 000） 百万
k キロ (kilo) 103 （1 000） 千
d デシ (deci) 10-1（0.1） ⼀分
c センチ (centi) 10-2（0.01） ⼀厘
m ミリ (milli) 10-3（0.001） ⼀⽑
µ マイクロ (micro) 10-6（0.000 001） ⼀微
n ナノ (nano) 10-9（0.000 000 001） ⼀塵
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